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は じ め に 

 

本県においては、平成 22（2010）～24（2012）年度に実施した行財政改革アクションプラン

の取組みにより、平成 25（2013）年度決算をもって起債許可団体から脱却し、財政の硬直度を

表す経常収支比率についても全国平均の水準にまで改善するなど、持続可能な財政運営の確保

に向け、歩みを進めてきた。平成 29年度からは、新たな行政課題に取り組む意識改革を促す「事

務事業の見直し」を継続して実施し、不断の行財政改革に取り組んでいる。 

一方、今後の財政事情に目を移すと、県債の累増による公債費の増加、また、少子高齢化の

進行等による社会保障関係経費の増加など構造的な歳出増は不可避であり、こうした中にあっ

ても、「清流の国ぎふ」創生総合戦略のもと、県民の安全・安心確保や未来づくりに向けた政策

課題には、積極的に対応していく必要がある。 

本県の公共施設等（庁舎や学校等の建物及び道路等のインフラ施設）については、その多く

が高度経済成長期以降に整備されたものであり、一斉に更新や大規模な老朽化対策等が必要な

時期を迎えるため、財政運営に大きな影響を及ぼすことが懸念される。また、人口減少や人口

構造の変化、価値観の多様化、ＤＸの進展など社会情勢が変化していく中で、県民が公共施設

に求めるニーズの変化も予想される。 

平成 27(2015)年に策定した「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」が終期を迎えるにあたり、

これら状況の変化やこれまでの成果を踏まえ、本県が所有する公共施設等に関する基本的方針

を明らかにするため、新たに「第二期岐阜県公共施設等総合管理基本方針」として策定する。 

今後は、これまでの予防保全の考え方を取り入れた公共施設等の長寿命化の推進や、適切な

管理による事故等防止対策に加え、最も効率的・効果的に県民サービスを提供していくことが

できるよう、財政状況、社会情勢の変化に的確に対応した公共施設等の最適な配置について、

長期的・総合的な視点から検討を進めていく。 

なお、本基本方針は、本県が所有するすべての公共施設等を総合的かつ計画的に管理するた

めの基本的な方針であり、個別の公共施設等に係る具体の対応方針は、本基本方針を踏まえ、

個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）として策定、改定している。 

また、本基本方針は、「インフラ長寿命化基本計画（平成 25（2013）年 11月インフラ老朽化

対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定）」に基づく本県の「インフラ長寿命化計画（行動計

画）」及び平成 26（2014）年４月総務大臣通知により各地方公共団体に策定要請のあった本県

の「公共施設等総合管理計画」と位置づけるものとする。 

 

 

○ 本基本方針は、特に記載のある部分を除き、令和 5（2023）年度末の本県の公共施設等（※）の状況に基づ

いて策定したものである。 

※ 県有施設に加え、地方独立行政法人が所有する施設など、本県が所有していないが、維持管理・更新費等

の財政負担を負うことが見込まれる施設を本基本方針の対象に含むこととする。 
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序章 趣旨・背景                                       

1 

 

序章 趣旨・背景 

（１）策定の趣旨 

長期的視点をもって公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことによ

り、財政負担を軽減・平準化するとともに、その最適な配置を実現しようとするものであ

る。 

 

（２）策定の経緯 

平成 25（2013）年 11月  国において「インフラ長寿命化基本計画」を策定 

平成 26（2014）年４月  総務省が地方公共団体に対し「公共施設等総合管理計画」の 

策定を要請  

 

平成 27（2015）年８月  「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」を策定 

            （計画期間：平成 27（2015）年度～令和６（2024）年度） 

令和７（2025）年３月  「第二期岐阜県公共施設等総合管理基本方針」を策定 

            （計画期間：令和７（2025）年度～令和 20（2038）年度） 

   ※本書では、「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」及び「第二期岐阜県公共施設等総合

管理基本方針」を本基本方針、計画期間が平成 27（2015）年度～令和６（2024）年度

の方針のみを指す場合は前基本方針、計画期間が令和７（2025）年度～令和 20（2038）

年度の方針のみを指す場合は第二期基本方針という。 

 

（３）位置付け（体系） 

本基本方針は、本県が所有するすべての公共施設等を総合的かつ計画的に管理するため

の基本的な方針であり、上記（２）により国が策定を要請する「公共施設等総合管理計画」

とする。 

 



序章 趣旨・背景                                       

2 

 

 

 

 

（４）これまでの取組み 

① これまでの取組みと成果 

平成 27（2015）年８月に前基本方針を策定して以降、本県では、「適切な管理により、

突発的な不具合による利用停止や事故等を防止すること」、「予防保全の考え方を取り入

れ、優先順位を設定して計画的に維持保全等を実施することなどにより、長寿命化や財

政負担の最小化・平準化を推進すること」、「老朽化等の再整備に際しては、施設そのも

のの必要性や適正規模を精査した上で、拡充・縮小・転用・統合・廃止等を検討するこ

と」の３つを基本的な柱に取組みを行ってきた。 

こうした取組みの結果、施設等の老朽化等を起因とする重大事故は発生しておらず、

また、前基本方針に基づき策定された各個別施設計画についても、概ね計画どおりの予

算措置により、着実に長寿命化対策を実施してきたところである。 

また、厳しい財政状況を踏まえ、施設の廃止や集約化・複合化への取組みも進めてい

る。 

今後、人口減少・人口構造の変化が施設に対するニーズの変化をもたらすことも予想

される中、限られた財源で最も効率的・効果的に県民サービスを提供していくことがで

きるよう、長期的・総合的な観点から公共施設等の適正配置に向けた検討を本格的に開

始する。 
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② 前基本方針の目標指標達成状況 

中長期的な目標指標として、予防保全の考え方を取り入れた維持保全の実施により、

建物の使用年数を建築後 50年間から 65年間に延長することや、人口減少等を考慮した

公共施設等の統合・廃止等を進めることにより、平成 27（2015）年度から令和 20（2038）

年度までに必要と考えられる建物に要する経費（維持管理、維持保全及び再整備）の総

額について 30％程度削減することを掲げてきた。 

令和元年度以降、使用年数 50年を迎える建物が集中し、再整備費が建物に要する経費

の見込み額を押し上げているが、使用年数を 65年に延長し、予防保全の考え方を取り入

れた適切な維持保全を施しつつ再整備を先に送ることにより、建物に要した経費の実績

は圧縮されており、前基本方針を策定した平成 27（2015）年度から令和５（2023）年度

までの削減率は累計で 28％となっている。 
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第一章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

（１）老朽化の状況をはじめとした公共施設等の状況 

① 建物 

１．県有財産（土地・建物）の現状 

本県が保有する県有財産（土地・建物）は、令和５（2023）年度末現在で、土

地の面積が約 21,261万㎡、建物の延面積が約 248 万㎡と膨大な量となっている。 

行政財産と普通財産の内訳で見ると、土地については行政財産が約 99％、普通

財産が約 1％となっており、建物については行政財産が約 89％、普通財産が約 11％

となっている（図表 1-1）。 

建物の保有量（延面積）の過去からの推移を見ると、高度経済成長期以降に多

くの施設が整備され右肩上がりに増加してきたが、平成 19（2007）年度（約 249

万㎡）をピークにそれ以降はほぼ横ばいで推移している。なお、令和４年度の増

加は、新県庁舎の竣工によるものである（図表 1-2）。 

 

【図表 1-1】財産台帳 土地面積・建物面積（令和５（2023）年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

構成比 構成比

公用財産 1,930,406.35 0.9% 401,468.79 16.2%

公共用財産 15,607,663.44 7.3% 1,807,818.61 72.8%

その他 192,863,192.54 90.7% 1,753.33 0.1%

　小　　　計 210,401,262.33 99.0% 2,211,040.73 89.1%

職員宿舎 177,336.28 0.1% 121,995.10 4.9%

貸付財産 534,646.64 0.3% 56,484.59 2.3%

その他 1,497,321.35 0.7% 92,648.76 3.7%

　小　　　計 2,209,304.27 1.0% 271,128.45 10.9%

212,610,566.60 100.0% 2,482,169.18 100.0%

普

通

財

産

総　　　　　　計

区　　　分

土　　　地 建　　　　物

面　積（㎡） 延面積（㎡）

行

政

財

産

※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 
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【図表 1-2】建物保有量（延面積）の過去からの推移 

 

 

２．建物の老朽化の状況と今後の見通し 

建物は、令和５（2023）年度末現在で 5,361 棟（倉庫、車庫などを含む。）、延

面積で約 248万㎡、平均築年数は 35.2年となっている。 

用途別棟数の割合を見ると、高等学校・特別支援学校が約４割を占め、次いで

警察施設、職員宿舎の順となっており、これらの用途で全体の約６割を占めてい

る。 

用途別延面積の割合についても、高等学校・特別支援学校が約４割を占め、次

いで教育・文化・体育施設、県営住宅の順となっており、これらの用途で全体の

約７割を占めている（図表 1-3）。 

構造別で見ると、棟数では鉄骨造が約５割を占め、次いで鉄筋コンクリート造

等の順となっており、これらで全体の約７割を占めている。延面積では鉄筋コン

クリート造等の割合が高く、約８割を占めている。 

なお、構造別の平均築年数は、鉄筋コンクリート造等が 37.5年、鉄骨造が 32.8

年となっている（図表 1-4）。 

用途別建築年数を見ると、棟数・延面積ともにウエイトの高い高等学校・特別

支援学校では、建築後 30年以上経過の割合が約７割にのぼっている。（図表 1-5、

1-6）。 
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【図表 1-3】用途別建物棟数・延面積、平均築年数（令和５（2023）年度末現在） 

構成比 構成比

庁舎・事務所 305 5.7% 191,415.05 7.7% 31.6

試験研究機関 255 4.8% 78,798.06 3.2% 34.6

警察施設 581 10.8% 131,255.68 5.3% 31.5

高等学校・特別支援学校 2,295 42.8% 1,024,953.67 41.3% 35.6

教育・文化・体育施設 383 7.1% 418,875.22 16.9% 35.3

福祉施設 130 2.4% 65,190.94 2.6% 30.6

公園 279 5.2% 36,820.71 1.5% 29.1

県営住宅 338 6.3% 261,978.07 10.6% 39.9

その他の行政財産 52 1.0% 1,753.33 0.1% 26.2

職員宿舎 552 10.3% 121,995.10 4.9% 38.9

その他の普通財産（貸付財産等） 191 3.6% 149,133.35 6.0% 45.4

総　　　　計 5,361 100.0% 2,482,169.18 100.0% 35.2

平均築年数
　　　　（年）

普通
財産

区分 用　　　途 棟　数 延面積（㎡）

行政

財産

 

   

 

 

【図表 1-4】構造別建物棟数・延面積（令和５（2023）年度末現在） 

   

 

 

 

 

 

 

構成比 構成比

鉄筋コンクリート造等 1,366 25.5% 1,922,727.41 77.4% 37.5

鉄骨造 2,575 48.0% 468,100.09 18.9% 32.8

木造 773 14.4% 68,746.55 2.8% 34.0

その他（コンクリートブロック造等） 647 12.1% 22,595.13 0.9% 42.0

総　　　計 5,361 100.0% 2,482,169.18 100.0%

構　　　造 棟　数 延面積（㎡）
平均築年数

　　　　（年）

※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 

※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 
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【図表 1-5】用途別建築年数の比較【棟数割合の場合】（令和５（2023）年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 1-6】用途別建築年数の比較【延面積割合の場合】（令和５（2023）年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物は、建築後の年月の経過とともに、建築部材の劣化や設備機器の故障等が

発生し、各種設備点検等の業務委託及び日常的な修繕等（以下「維持管理」とい

う。）、施設の安全性確保や機能維持のための工事（以下「維持保全」という。）に

係る経費が増大するとともに、時代に応じて変化する建物ニーズに対応するため、

機能向上を伴う大規模な改修工事や建替え（以下「再整備」という。）の検討が必

要になる。 

※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 

※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 
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令和５（2023）年度末現在における建築年度別の分布状況を見ると、建築後 30

年以上経過した建物は棟数で 65.6％、延面積で 62.8％といずれも全体の約６割に

達しており、老朽化が進んでいる。このうち、建築後 50 年以上経過した建物は、

棟数で 16.9％、延面積で 21.4％と現時点ではそれほど高くないが、9年前の前基

本方針策定時調査（平成 26年度末における建築後 50年以上経過棟数の割合：4.0％、

同延面積の割合：4.5％）と比べると大きく上昇している。今後、新築や除却がな

いものと仮定して推計した場合、建築後 50年以上経過する建物の割合は、延床面

積ベースで 10年後（令和 15（2033）年度）に 49.5％、20年後（令和 25（2043）

年度）には 62.8％に達することとなり、老朽化がさらに進行する（図表 1-7、1-8）。 

目標使用年数（鉄筋コンクリート造）の 65 年を迎える建物も、令和 10 年度以

降、高等学校を中心に大きく増加する（図表 1-9）。 

 

【図表 1-7】建築年度別分布状況 [棟数、延面積] （令和 5（2023）年度末現在） 

  

  ３０年以上 ３０年未満

５０年以上 ４０年以上

５０年未満

３０年以上

４０年未満

２０年以上

３０年未満

１０年以上

２０年未満

１０年未満

(～S48) (S49～58) (S59～H5) (～H5) (H6～H15) (H16～25) (H26～R5) (H6～R5)

棟　数 905 1,576 1,038 3,519 1,098 306 438 1,842 5,361
(比率) (16.9%) (29.4%) (19.4%) (65.6%) (20.5%) (5.7%) (8.2%) (34.4%) (100.0%)

延面積[㎡] 532,335.16 696,133.22 329,309.07 1,557,777.45 539,040.54 166,416.23 218,934.96 924,391.73 2,482,169.18

(比率) (21.4%) (28.0%) (13.3%) (62.8%) (21.7%) (6.7%) (8.8%) (37.2%) (100.0%)

築年数 計

※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 
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【図表 1-8】建築後 50年以上経過する建物の延面積割合の推計 

 

 

【図表 1-9】使用年数 65 年を迎える県有建物の状況（施設種類別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．建物に係る取組み 

(1) 長寿命化等の取組み 

２．で述べた状況から、今後、建物の維持管理、維持保全及び再整備の経費

が大幅に増大するほか、再整備の時期が集中することが見込まれる。特定の時

期に再整備が集中することは、大きな財政負担となるうえ、将来にわたり影響

を及ぼすことになる。 

そのため、公共施設等の計画的・効率的な維持管理、維持保全及び再整備を

実施し、長寿命化や財政負担の最小化・平準化を図ることとしている。 

このうち、建物については、個々の施設の老朽度や、各年度に見込まれる維
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持保全に要する経費などの調査・分析を実施しており、後記（４）①１．[1] (2) 

のとおり維持保全に要する中長期的な経費の見通しとして、本基本方針に反映

している。 

なお、当該年度ごとの経費については、一定の条件下での試算値であり、今

後、実施を予定している施設総量や配置の適正化に向けた各施設（建物）のあ

り方に係る総点検の結果を踏まえ、最小化・平準化を図る予定である。 

 

(2) 耐震化の取組み 

建物の耐震基準は昭和 56（1981）年に改正されたが、本県の建物の約半数は

旧耐震基準で建築された建物である。 

建物の耐震化については、「岐阜県耐震改修促進計画」に耐震性能の確保推進

が掲げられており、計画的に取り組んでいる。 

旧耐震基準で建築された耐震診断対象の建物 791 棟の耐震化状況は、図表

1-10のとおりである。耐震性が不十分であった建物については、補強工事や使

用中止など、すべて対応を終えている。 

 

【図表 1-10】建物における耐震化の状況（令和５（2023）年度末現在） 

庁舎・事務所 305 151 30 5 25 25 16 9 0 0 0
試験研究機関 255 123 27 12 15 14 7 7 1 0 1
警察施設 581 142 31 12 19 19 12 7 0 0 0
高等学校・特別支援学校 2,295 923 374 88 286 286 238 48 0 0 0
教育・文化・体育施設 383 145 32 12 20 20 13 7 0 0 0
福祉施設 130 42 38 23 15 15 3 12 0 0 0
公園 279 61 3 3 0 0 0 0 0 0 0
県営住宅 338 182 126 93 33 33 13 20 0 0 0
その他の行政財産 52 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
職員宿舎 552 227 127 110 17 17 0 17 0 0 0
その他の普通財産（貸付財産等） 191 118 3 1 2 2 2 0 0 0 0

総　　　　計 5,361 2,120 791 359 432 431 304 127 1 0 1

用　　　途

未対応
( Y2 )補強済み

解体・使用
中止等

補強予定

改築予定・

解体予定・
使用中止

予定

耐震性
なし
( Y )

(= Y1 + Y2 )

うち、耐震診断の対象建物　（注）

対応済み
( Y1 )

普通
財産

耐震性
有り
( X )

S56以前
棟数

( X + Y )

うち、
S56以前

棟数

全棟数
（R5年度末）

区分

行政
財産

 

 

 

(3) 歳入確保の取組み 

厳しい財政状況の下、歳入確保対策として、県有財産の売却、自動販売機設

置場所の貸付、庁舎内の民間広告掲出、駐車場の民間貸付、ネーミングライツ、

太陽光発電事業者への県有財産の貸付等について積極的に取り組んでいる。 

 

（注）耐震診断の対象は、昭和 56 年 5 月 31 日以前に、旧耐震基準で建築された県有建物のうち、木造・コンクリートブロック造 

以外の構造で、延床面積 200ｍ２以上かつ、居室を有する建物としている。 
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１ 県有財産の売却 

平成 22（2010）年４月以降、県有未利用地等 143物件を売却した。 

歳入額：63.8億円（令和５（2023）年度までの計。以下同じ。） 

 
 

２ 自動販売機設置場所の貸付 

平成 21（2009）年度以降、延べ 741 施設、1,784 台の自動販売機設置に競

争入札制度を導入している。 

歳入額：15.4億円 

 

３ 庁舎内の民間広告掲出 

各総合庁舎は平成 22（2010）年６月から、エレベーターホールに広告を掲

出している。なお、旧薮田県庁舎においては、平成 21（2009）年６月から令

和４（2022）年度にかけて同様の取組みを行った。 

歳入額：20.3百万円 

 

４ 駐車場の民間貸付 

平成 22（2010）年４月以降、令和元（2019）年度にかけて、駐車場（県庁

前公園北駐車場、旧岐阜総合庁舎・立体駐車場（ともに現在は廃止済））の民

間貸付を実施した。 

歳入額：33百万円 

 

５ ネーミングライツ 

平成 23（2011）年４月以降、ネーミングライツ（OKB ふれあい会館（岐阜

県県民ふれあい会館）、OKB ぎふ清流アリーナ（岐阜アリーナ）、川崎重工ホ

ッケースタジアム（岐阜県グリーンスタジアム））を導入している。 

歳入額：179百万円 

 

６ 太陽光発電事業者への県有財産の貸付 

県内のエネルギー関連企業の育成、雇用創出等による地域活性化及び県有

財産の有効活用を目的として、土地を貸し付けて発電事業者が発電を行うい

わゆるメガソーラー（美濃加茂エネルギーファーム）と、建物の屋根を貸す

屋根貸し（高等学校６校）により、太陽光発電事業を実施する事業者を募集

し、平成 25（2013）年度から発電を開始している。 

歳入額：131百万円 
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(4) 施設の休廃止、機能見直し、県以外の事業主体への移管等の取組み 

１ 生徒いきいきプラン 

平成 15（2003）～19（2007）年度には県立高等学校を再編成する「生徒い

きいきプラン」を実施し、県立高等学校数は、平成 14（2002）年度の 74校

から平成 19（2007）年度には 63校となった。 

 

２ 行財政改革アクションプラン 

平成 22（2010）～24（2012）年度には「行財政改革アクションプラン」に

より、施設の休廃止等の取組みを実施した（図表 1-11）。 

 

【図表 1-11】「行財政改革アクションプラン」による施設の休廃止等の取組み 
 

区 分 施 設 名 

休廃止 

（７施設） 

岐阜県伊自良青少年の家、岐阜県関ヶ原青少年自然の家、岐阜

県土岐少年自然の家、岐阜県御嶽少年自然の家、岐阜マリンス

ポーツセンター、岐阜県県民文化ホール未来会館、岐阜県立国

際情報科学芸術アカデミー 

機能見直し 

（８施設） 

飛騨・世界生活文化センター、岐阜県ミュージアムひだ、南飛

騨健康増進センター、岐阜県科学技術振興センター、ＶＲテク

ノセンター、アネックス・テクノ２、ワークショップ24、岐阜

県長良川スポーツプラザ 

県以外の事業主体への移管 

（７施設） 

岐阜県立清流園、長良公園、島公園、岐阜県飛騨木曽川国定公

園下呂温泉乗政野営場野営施設、岐阜県白山国立公園大白川野

営場野営施設、岐阜県恵那山高原国民休養地、岐阜産業会館 

 

３ 既存施設の集約化・複合化及び転用 

平成 27（2015）年４月、「岐阜県障がい者総合相談センター」の供用を開

始し、身体、知的及び精神障がい（発達障がいを含む）に対する県の相談機

関を同一建物内に集約し一元的な相談支援を実施している。 

平成 23（2011）年度から休止していた旧「県民文化ホール未来会館」は、

文化施設と運転教育施設の二つの機能を持つ新たな施設「ぎふ清流文化プラ

ザ」として、平成 27（2015）年９月にオープンした。 

また、令和元（2019）年６月には、旧「産業技術センター」をはじめとす

る三つの工業系試験研究機関を統合し、企業支援機能を集約した「岐阜県産

業技術総合センター」を開所した。 

また、平成 26（2014）年度から、郡上市建設部が県郡上総合庁舎へ移転、

平成 29（2017）年度から下呂市農林部及び建設部が下呂総合庁舎へ移転して

執務しており、県と市の関連部署が同じ庁舎で執務することにより、住民サ

ービスの向上や効率的・効果的な行政運営が図られている。 
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(5) 指定管理者制度の運用 

本県では、平成 16（2004）年度から公の施設の指定管理者制度を導入し、県

民サービスの向上と管理運営の効率化を図っている（図表 1-12）。 

 

 【図表 1-12】公の施設の指定管理者制度導入施設数 

 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

(2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013)

3 9 46 47 47 45 44 41 41 42

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

(2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023)

42 43 43 43 45 46 46 45 45 45
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② 道路施設 

１．道路施設の現状 

本県が管理する道路施設は、道路管理延長 4,108km（全国順位 11 位）、15ｍ以

上の橋梁 1,716橋（全国４位）、トンネル 176 箇所（全国７位）などとなっており、

全国でもトップクラスの道路施設を管理している（図表 2-1）。 

また、道路照明灯、道路標識などの道路付属物や、横断歩道橋、地下横断施設

などの構造物についても数多くの施設を管理している。 

 

【図表 2-1】本県が管理する主な道路施設（令和３（2021）年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．道路施設の老朽化の状況と今後の見通し 

本県の道路施設は、高度経済成長期以降に集中的に整備されたため、すでに多

くが老朽化（竣工後 50 年以上経過）しており、今後、それが急速に進行していく。 

県が管理する橋梁（２ｍ以上）で見てみると、県管理橋梁 4,714橋（令和５（2023）

年度末現在）のうち建設後 50年以上経過した橋梁は、1,663橋（35.3％）となっ

ているが、10 年後には 2,483 橋（52.7％）、20 年後には 3,464 橋（73.5％）とな

るなど、今後飛躍的に増加していく（図表 2-2）。 
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【図表 2-2】建設年次別橋梁の状況（令和５（2023）年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県管理トンネル 180本（令和５（2023）年度末現在）のうち建設後 50年以上経

過したトンネルは、31本（17.2％）となっているが、10年後には 59本（32.8％）

に、20年後には 103本（57.2％）となるなど、今後急速に老朽化が進行していく

（図表 2-3）。 

 

【図表 2-3】建設年次別トンネルの状況（令和５（2023）年度末現在） 
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３．道路施設に係る取組み 

今後、老朽化する道路施設の維持修繕に要する経費は、急速に増大することが

予想される。 

本県では、個々の道路施設に適した維持修繕の手法を明確にし、施設の長寿命

化や経費の縮減により、効率的かつ計画的な維持修繕の実現を図るために、平成

19（2007）年度に「岐阜県道路施設維持管理指針」を策定し、令和５（2023）年

度には、同指針の全面改訂を実施している。 

個別の道路施設については、「岐阜県舗装修繕最適化計画」、「岐阜県橋梁長寿命

化修繕計画」などに基づき、計画的に維持修繕を実施している。 

また、平成25（2013）年度に道路法等が改正され、道路橋や道路トンネルなど

主要構造物の点検、診断、措置、記録が義務化されたため、平成26（2014）年４

月には、国、中日本高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ）、県、市町村の各道路管理者

からなる「岐阜県道路メンテナンス会議」を設置し、適正な道路管理に向け連携

して推進している。 
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③ 河川（河川構造物） 

１．河川の現状 

県管理河川の延長は、2,987.1km（全国順位８位）となっており、全国でもトッ

プクラスの河川延長を管理している（図表 3-1）。 

 

 【図表 3-1】本県が管理する河川延長 

  

 

 

 

 

 

 

２．河川構造物の老朽化の状況と今後の見通し 

河川には、水門や樋門
ひ も ん

、堰
せき

、排水機場などの河川構造物が多数存在し、高度経

済成長期以降、大量に建設されてきた。これらの施設の老朽化は着実に進行して

おり、今後、機能不全や構造物を構成する機器・装置の故障といった問題の発生

が懸念される。 

本県が管理する河川構造物のうち、計画的な点検・診断、修繕・更新等の取組

みを実施する必要性が認められる施設は、全 652施設ある。 

そのうちの建設年次が明確な大規模施設 59施設について、令和５（2023）年度

末現在で、施設老朽化の目安とされる建設後 40 年が経過した施設は、22 施設

（37.3％）であり、10 年後には 31 施設（52.5％）になるなど、今後飛躍的に増

加していく（図表 3-2）。 

 

 

※上記順位は、日本河川協会の 2023 河川ハンドブックを使用 

令和４（2022）年４月 30日現在 

順位 都道府県 管理河川延長（km）

1位 北海道 12321.0

2位 新潟 4896.9

3位 長野 4764.9

4位 福島 4600.0

順位 都道府県 管理河川延長（km）

5位 兵庫 3314.0

6位 愛媛 3072.4

7位 高知 3041.7

8位 岐阜 2987.1
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【図表 3-2】本県の河川構造物の設置後の経過年数の推移（建設年次が明確な大規模施設 59施設） 

                       令和５（2023）年度末現在  

 

３．河川構造物に係る取組み 

今後老朽化する河川構造物の維持保全に要する経費は、急速に増大することが

予想される。 

近年、短期的・局地的豪雨が頻発しており、浸水被害等を回避または最小限に

抑えるためには、これらの河川構造物が出水時に確実に稼働するよう機能を維持

することが求められる。 

本県では、平成 25（2013）年度に「岐阜県河川インフラ長寿命化計画」を策定

し、重要な治水・利水施設である河川構造物の維持保全について、これまでの対

症療法型の手法から脱却し、施設の信頼性を確保しつつ、効率的かつ効果的に安

全を確保するために、予防保全の考え方を取り入れて実施することとし、各施設

の長寿命化に向け取り組んでいる（図表 3-3）。 
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【図表 3-3】「岐阜県河川インフラ長寿命化計画」及び耐震化（河川構造物）の対象施設一覧 

                            令和５（2023）年度末現在 

   （単位：箇所） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 構成する装置・機器が簡易な構造であることから、河川パトロールに加え５年に１回を目途に定期点検を

行い、健全度を評価し整備・更新を行う（点検頻度は今後見直す場合あり）。 

※2 国土交通省通知では、当面策定する施設から除外されていることから、個別長寿命化計画を策定せず、河

川パトロール時に状態を確認し、機能不全を確認した場合、整備・更新を行う。 

 

操作

不要

操作

不要

※１

－ 2 1 1 38 43 540 15 5 2 5 652

耐震照査 － － 1 － 26 － － － 5 － 5 37

510.4 － 1 － 5 － － － 0 － 5 11

要対策 13.6 － 0 － 21 － － － 5 － 0 26

内実施済 － － － － 21 － － － 3 － － 24

河川構造物

長寿命化

対策不要

堤防 堰 水門 サイフォン 陸閘 排水機場 河川浄化施設 合計ダム

断面積5m2以上
断面積5m2

未満

※２

樋門・樋管
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④ 砂防施設 

１．砂防施設の現状 

本県が管理する砂防施設を代表するものとしては、令和５（2023）年度末現在

で、砂防設備（砂防えん堤・床固工
とこがためこう

）が3,123箇所、急傾斜地崩壊防止施設があ

る急傾斜地崩壊危険区域が684区域、地すべり防止施設がある地すべり防止区域が

29区域などとなっている（図表4-1）。 
 

【図表4-1】県内の砂防施設（令和５（2023）年度末現在） 

 

 

 

 

２．砂防施設の老朽化の状況と今後の見通し 

(1) 砂防設備（砂防えん堤、床固工） 

砂防設備は建設後 30年以上経過した施設の割合が 54％、建設後 50年以上経

過した施設は 30％を占めている（図表 4-2）。10年後には建設後 50年以上経過

した施設の割合が現在の 30％から 42％に、20 年後には、54％まで上昇し、劣

化施設の増加が見込まれる。また、銘板等から竣工年度が読み取れない施設が

約３割存在する。当該施設は図表 4-2から控除している。 
 

【図表 4-2】砂防設備（砂防えん堤・床固工）の年代別整備状況（令和５（2023）年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂防設備

（砂防えん堤・床固工）

（箇所）

急傾斜地崩壊防止施設（区域） 地すべり防止施設（区域）

3,123 684 29
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(2) 急傾斜地崩壊防止施設（がけ崩れの発生、被害を防止する施設） 

急傾斜地崩壊防止施設は建設後 20 年以上経過した施設の割合が 87％、建設

後 30年以上経過した施設は 54％、建設後 40年以上経過した施設は 22％を占め

る（図表 4-3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 地すべり防止施設 

地すべり防止施設は建設後 20年以上経過した施設は 86％、建設後 30年以上

経過した施設は52％、建設後40年以上経過した施設は21％を占める（図表4-4）。 

 

【図表 4-4】地すべり防止施設の年代別整備状況（令和５（2023）年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 4-3】急傾斜地崩壊防止施設の年代別整備状況（令和５（2023）年度末現在） 
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３．砂防施設に係る取組み 

砂防施設は、土砂災害から人命を守る重要な施設であり、災害時に確実に機能

を発揮することが求められる。一方、今後老朽化する砂防施設の維持保全に要す

る経費は、急速に増大することが予想される。 

砂防関係施設の老朽化の進行に対応するため、従来の事後保全型から予防保全

型の維持管理へ移行し、施設の「点検計画」、「補修・改築計画」の方針を定めた

「岐阜県砂防関係施設長寿命化計画」を平成 26（2014）年３月に策定し、計画に

基づき砂防関係施設の維持管理を進めてきた。 

また、令和６（2024）年３月には、これまで実施してきた補修・改築工事や点

検結果の蓄積により長寿命化計画を改定した。ライフサイクルコストを考慮した

計画に基づき、定期点検及び補修・改築を実施している。 
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⑤ 治山施設 

１．治山施設の現状 

(1) 保安施設 

本県がこれまで整備してきた保安施設は、令和５（2023）年度末現在で 94,054

施設、このうちコンクリートやブロック、金属等が主たる材料である恒久保安

施設が 49,219施設と膨大な量となっている（図表 5-1）。 

保安施設事業が制度化された明治 44（1911）年から、本県でも保安施設の整

備が開始されている。その中で、明確に地番までの所在地や種別等の記録が確

認できる施設は、昭和 23（1948）年以降に整備された保安施設であり、現在は

それらの保安施設を主に管理している。 

施設数の推移を見ると、国の施策や予算規模といった時代背景を反映してい

る。ここ近年は、減少傾向にある。 

 

(2) 地すべり防止施設 

本県がこれまで整備してきた地すべり防止施設は、昭和 53（1978）年の土岐

市を初めとして、以後９地区で計 170 施設（全て恒久施設）を整備してきた。

近年では新たな地すべり箇所が発生していないこともあり、整備は実施されて

いない（図表 5-2）。 

 

２．治山施設の老朽化の状況と今後の見通し 

昭和 23（1948）年以降で完成後 30年以上を経過した恒久保安施設は 32,897施

設（66.8％）、完成後 50年以上経過した恒久保安施設は 12,710施設（25.8％）と

なっている（図表 5-1）。なお、40 年以上経過した恒久保安施設は 22,284 施設

（45.3％）となっている。また、地すべり防止施設のうち、完成後 30年以上を経

過した施設は 122施設（71.8％）となっている（図表 5-2）。 

今後も治山施設が年平均で 500 程度整備されていくことが見込まれる。一方、

治山施設は、その多くが山間奥地に存するため、厳しい立地環境や気象条件に晒
さら

さ

れ、老朽化が進む見込みである。 
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【図表 5-1】保安施設の年度別整備状況（令和５（2023）年度末現在） （単位：施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 5-2】地すべり防止施設の年度別整備状況（令和５（2023）年度末現在） （単位：施設） 
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３．治山施設の維持管理に係る取組み 

治山施設は、平成 21（2009）年から外部委託により本格的な点検を開始し、平

成 29（2017）年度に「岐阜県治山施設長寿命化計画」を策定した。平成 30（2018）

年度には 1 回目施設点検を完了し、令和２（2020）年度には、長寿命化計画に基

づき各施設の点検結果や今後の修繕計画等を示した個別施設計画を作成した。個

別施設計画を作成し、管理を行う対象施設は、予防保全型維持管理・更新等の必

要性が認められない施設、第三者への影響が限定的な施設等を除いた 7,906 施設

（令和５（2023）年度末現在）である（図表 5-1）。 

また、１回目点検により「緊急に修繕が必要（Ｓランク）」、「計画的な修繕が必

要（Ａランク）」と診断された施設の修繕進捗率については、令和５（2023）年度

末では 76.1％となっており、令和７（2025）年度までに 100％となるよう取り組

んでいる（図表 5-3）。 

 

【図表 5-3】治山施設修繕の実施状況（令和５（2023）年度末現在）      （単位：施設） 

 

 

 

R2以前 R3 R4 R5　 実績 修繕計画

健全度S 8 6 5 ー 19 （19）

健全度A 35 2 33 35 105 （144）

小計 43 8 38 35 124 （163）

進捗率 ー 31.3% 54.6% 76.1%
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⑥ 水道・工業用水道施設 

１．水道・工業用水道施設の現状 

東濃、可茂地域に水道用水を供給する水道施設は、中津川浄水場系、山之上浄

水場系、川合浄水場系の３系統に区分される。各系統別に取水・導水・浄水・送

水施設が設置され、管路延長は約 180㎞となっている。給水人口は、平成 19（2007）

年度の 510,028人をピークに減少してきており、令和９（2027）年度には 440,582

人まで減少する見込みである。 

また、可茂地域に工業用水を供給する工業用水道施設は、水道事業の山之上浄

水場の浄水施設の一部を共用して運用し、管路延長は約 16kmである。受水企業は

12 社 13 事業所と全国的に見て極小規模であり、工業用水道施設供用開始は平成

10（1998）年度と最後発となっている。 

 

２．水道・工業用水道施設の老朽化の状況と今後の見通し 

水道施設の各施設は、地方公営企業法により構築物、機械及び装置に種別され、

その多くは昭和 51（1976）年の供給開始に合わせて建設され、45年以上が経過し

ている。 

構築物は主に土木構造物と管路に細分されるが、土木構造物の法定耐用年数は

60年であることから、耐震補強や予防保全の考え方を取り入れた維持保全により

施設の長寿命化を実施している。一方で、管路の法定耐用年数は 40年であり、部

分的な漏水補修は実施してきたが、その至近で再び漏水が発生するなど、対症療

法的な対応では限界がある状況となっている。また、管路は単線であるため、水

道水の供給を継続しながら、計画的に再整備するには、複線化を行う必要がある。 

機械及び装置の法定耐用年数は、８～22年で比較的短いことから、計画的に再

整備を行っている。 

なお、工業用水道施設は、設置後 26年が経過しているが、多額の経費を要する

維持保全や再整備を検討するような老朽化には至っていない。 
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３．水道・工業用水道施設に係る取組み 

水道管路を除く浄水場等の土木構造物については、平成 18（2006）年度までに

耐震化を完了している。水道管路の老朽化と耐震対策としては、平成 23（2011）

年度から、大容量送水管整備事業（老朽化した既設管路の複線化事業に貯留機能

と応急給水拠点機能を付加することでライフライン機能を強化する事業）に着手

しており、計画的に既設管路の複線化を実施する予定である（図表 6-1）。 

 

【図表 6-1】財政収支を考慮した計画的な事業量（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

（注）長寿命化、更新事業は、大容量送水管整備事業の進捗状況等を踏まえて着手する。 
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⑦ 下水道施設 

１．下水道施設の現状 

木曽川及び長良川流域の４市６町の汚水を処理する流域下水道施設の主要施設及

び幹線管路は、平成３（1991）年の供用開始に向けて整備した。その後、関連市町

の公共下水道の整備により汚水処理人口が増加し、その汚水流入量に対応できるよ

うに水処理施設を増設した（図表 7-1）。 

＜処理面積＞ 計画：16,643ha 実績：12,058ha（72％） 

＜処理人口＞ 計画：433,900人 実績：432,429人（99％） 

＜日最大汚水処理量＞計画：222,640 ㎥/日 現処理能力：228,000㎥（100％） 

＜施設＞ 処理場：１箇所 幹線管路：77.6㎞ ポンプ場：４箇所 

＜供用開始＞ 平成３（1991）年       ※実績は令和５（2023）年度末 

 

【図表 7-1】 下水道施設の主要施設（処理施設）（令和５（2023）年度末現在） 

建設年度

1 棟 H1
1 棟 S63
1 棟 S62
25 池

最初沈殿池＋生物反応槽＋最終沈殿池 4 池 S61
最初沈殿池＋生物反応槽＋最終沈殿池 4 池 H6
最初沈殿池＋生物反応槽＋最終沈殿池 4 池 H9
最初沈殿池＋生物反応槽＋最終沈殿池 4 池 H14
最初沈殿池＋生物反応槽＋最終沈殿池 3 池 H16
最初沈殿池＋生物反応槽＋最終沈殿池 3 池 H20
最初沈殿池＋生物反応槽＋最終沈殿池 1 池 H22
最初沈殿池＋生物反応槽＋最終沈殿池 2 池 H30

22 池
急速ろ過池1-1 6 池 H2
急速ろ過池1-2 8 池 H9
急速ろ過池2-1 4 池 H18
急速ろ過池2-1 4 池 H21

1 棟 H10
1 棟 H3
1 棟 H10
1 棟 H3
1 棟 H12
1 棟 H3
1 棟 H2
1 棟 H5
1 棟 H4
1 棟 H7

水処理施設

兼山ポンプ場

放流ポンプ棟
雨水放流ポンプ棟
機械濃縮棟
汚泥棟
特別高圧受電棟
受配電棟

施設名称 施設数
各務原浄化センター

長森ポンプ場
岐南ポンプ場
川島ポンプ場

急速ろ過池

管理本館
流入ポンプ棟
送風機棟
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幹線管路の整備は、関連市町の公共下水道の供用開始に伴い平成９（1997）年

度までに、放流管路の整備は、平成 16（2004）年度までに完成している（図表 7-2、

7-3）。 

 

【図表 7-2】 下水道施設の管路（令和 5（2023）年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 7-3】 下水道施設の管路年度別の整備延長 

 

２．下水道施設の老朽化の状況と今後の見通し 

下水道施設は、平成３（1991）年の供用開始から現在まで 33年経過している施

設から、建設直後の施設まで存在する。建設後 50 年以上経過した施設はないが、

建設時期が集中しており、今後は同時期に老朽化することが想定される。 

一般に、処理施設は土木・建築施設で 50 年、機械電気設備で 15 年が標準耐用

マンホール数
77,640 ｍ 398 2.60～0.25 ｍ
30,450 ｍ 163 2.20～0.60 ｍ
19,800 ｍ 79 2.60～0.60 ｍ
4,750 ｍ 19 1.50～1.00 ｍ
1,250 ｍ 5 1.35 ｍ
9,860 ｍ 39 1.35～0.45 ｍ
8,230 ｍ 85 1.35～0.45 ｍ
3,300 ｍ 8 0.80～0.25 ｍ
9,050 ｍ 1.50～0.40 ｍ

管径

芥見幹線
岐阜幹線
飛騨川幹線

放流管路
川島幹線

幹線名称 管路延長
幹線管路

木曽川幹線
長良川幹線

八百津幹線
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年数となっているが、建物部材の劣化や設備機器の老朽化等により故障の発生や

維持管理及び維持保全に要する経費の増大が危惧される。今後、施設の安全性確

保や機能維持のための維持保全及び再整備の増大が予想されるとともに、その時

期が集中することが見込まれ、財政負担が大きくなる可能性がある。 

 

３．下水道施設に係る取組み 

厳しい財政状況を勘案して、施設の長寿命化、財政負担の最小化・平準化を図

るため、平成 29（2017）年度に「岐阜県木曽川右岸流域下水道ストックマネジメ

ント計画」を策定し、計画的で効率的な改築等に取り組んでいる。 

 

⑧ 交通安全施設 

１．交通安全施設の現状 

交通安全施設である信号機、道路標識、道路標示及び交通管制センターは、交

通の安全と円滑を図る上で極めて高い効果を発揮するものであり、昭和 41（1966）

年以降計画的に整備されている。 

主な施設として、信号制御機については、令和５（2023）年度末で約 3,200基、

LED 式信号灯器については約 41,000 灯、信号柱については約 16,000 本、大型道

路標識柱については約 3,600本を管理している。 

 

２．交通安全施設の老朽化の状況と今後の見通し 

（1）信号制御機 

   令和５（2023）年度末現在、更新基準の 19 年を超過した信号制御機は、159

基（約５％）あるが、更新が追いついていない状況であり、さらに、平成 29（2017）

年度、平成 30（2018）年度、令和２（2020）年度等に集中的に整備された信号

制御機を更新する令和 17（2035）年度、令和 18（2036）年度、令和 20（2038）

年度等においては、財政負担が大きくなるため、最小化・平準化等が課題となる。 

また、更新が遅れた信号制御機は、機能不全や機器故障が発生し、故障した場

合も部品の生産中止等により修理ができない問題が懸念される（図表 8-1）。 
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【図表 8-1】信号制御機の年代別整備状況（令和５（2023）年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）LED式信号灯器 

令和５（2023）年度末現在、更新基準の 19年を超過した LED式信号灯器は、

6,288 灯（約 15％）あるが、更新が追いついていない状況であり、さらに、

平成 28（2016）年度、令和２（2020）年度、令和３（2021）年度等に集中的

に整備された LED式信号灯器を更新する令和 16（2034）年度、令和 20（2038）

年度、令和 21（2039）年度等においては、財政負担が大きくなるため、最小

化・平準化等が課題となる。 

また、更新が遅れた LED 式信号灯器は、滅灯の発生や輝度低下により、信

号機の誤認による交通事故を誘発するなどの問題が懸念される（図表 8-2）。 

【図表 8-2】LED式信号灯器の年代別整備状況（令和５（2023）年度末現在) 
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（3）鋼管柱（信号柱、大型道路標識柱） 

    令和５（2023）年度末現在、更新基準の 50年を超過した鋼管柱は、14本（１％

以下）であり、計画的な更新により維持管理できる範囲にあるが、今後、大量

に整備した時期の鋼管柱が更新時期を迎える。特に、平成９（1997）年度、平

成 14（2002）年度、平成 25（2013）年度等に集中的に整備された鋼管柱を更

新する令和 28 年度（2046）、令和 33 年度（2051）、令和 44（2062）年度等に

おいては、財政負担が大きくなるため、最小化・平準化等が課題となる。 

    また、更新が遅れた鋼管柱は、老朽化を原因とする倒壊などの問題が懸念さ

れる（図表 8-3）。 

 

【図表 8-3】鋼管柱（信号柱、大型道路標識柱）の年代別整備状況（令和５（2023）年度末現在） 

 
 

（4）コンクリート柱（信号柱） 

    令和５（2023）年度末現在、更新基準の 42年を超過したコンクリート柱は、

143 本（約４％）であり、計画的な更新により維持管理できる範囲にあるが、

今後、大量に整備した時期のコンクリート柱が更新時期を迎える。特に、平成

３（1991）年度、平成４（1992）年度、平成７（1995）年度等に集中的に整備

されたコンクリート柱を更新する令和 14（2032）年度、令和 15（2033）年度、

令和 18（2036）年度等において、財政負担が大きくなるため、最小化・平準

化等が課題となる。 

また、更新が遅れたコンクリート柱は、老朽化を原因とする倒壊等の問題が

懸念される（図表 8-4）。 
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【図表 8-4】信号柱（コンクリート柱）の年代別整備状況（令和５（2023）年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．交通安全施設に係る取組み 

     今後、老朽化する交通安全施設の維持管理や更新等については、更新の時期

が集中する時期に大きな財政負担となることが課題となる。 

     そのため、以下のとおり、財政負担の最小化・平準化に取り組んでいる。 

 

    (1)財政負担の最小化 

  信号灯器の LED化、回線契約に当たっての一般競争入札導入、信号制御機や信

号柱建替等各施設の更新を可能な限り同一時期に施工すること等により、経費の

節減を図っている。 

さらに、道路交通環境の変化や交通規制の見直し等により必要性の低下した信

号機は廃止し、また、信号運用の見直しによる付加機能の廃止、信号柱の位置変

更による統合及び大型道路標識柱の撤去によりストック数（現在数）のスリム化

を行っている。 

また、信号制御機及び信号灯器については工事と機器を別に発注し、年間使用

分を一括で契約することによるスケールメリットを活かすなど、財政負担の最小

化に向け取り組んでいる。 

 

    (2)財政負担の平準化 

更新基準を迎えた、又は点検等で不良と判定された交通安全施設の現状を把

握・分析し、さらに、残存価値を考慮し、同一場所で施設の更新時期を同一に

するよう計画を立て、優先順位の高いものから更新等を行い、財政負担の平準

化を行っている。 
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（２）有形固定資産減価償却率の推移 

「有形固定資産減価償却率」は、貸借対照表に掲載される「有形固定資産」のうち、

非償却資産である土地や立木竹、建設仮勘定などを除いた「償却資産」の取得価額に

対する減価償却累計額の割合である。 

施設の更新等により改善されることがあるが、経年に伴う減価償却が進行している

（図表 9-1）。 

なお、有形固定資産減価償却率は、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過

しているのかを表すものではあるが、当該割合の高低が、建替えの必要性や安全性の

有無を直接意味するものではないことには留意が必要である。 

 

【図表 9-1】有形固定資産減価償却率の推移 

  

※ 各年度の有形固定資産減価償却率は、統一的な基準による財務書類に関する情報（総務省 HP）、岐

阜県流域下水道事業会計財務諸表、岐阜県水道事業会計財務諸表、岐阜県工業用水道事業会計財務諸

表から算出。 

※ 下水道施設は、令和２年度から地方公営企業会計の適用に伴い財務書類を作成したため、令和元年

度以前は掲載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

＜有形固定資産減価償却率の算出式＞ 

「減価償却累計額」 

「減価償却資産の現存価額＋減価償却累計額」（償却資産の取得価額） 



第一章 公共施設等の現況及び将来の見通し                           
 

36 

 

（３）総人口や年代別人口についての今後の見通し 

国勢調査による本県人口は、平成 17（2005）年調査にて初の減少に転じ、直近の令

和２（2020）年調査では 197.8万人（全国 17位）、平成 27（2015）年の前回調査以降

5年間で約 5.3万人の減少となり、人口減少のまっただ中にある。  

令和 32（2050）年には、136.6万人（令和２（2020）年の 197.8万人から 61万人の

大幅減）となる見込みであり、総人口の規模としては、昭和 20 年代と同等に当たる。

ただし、人口構造は大きく変化し、当時 30％強を占めていた子どもの数が 10％と減り

続ける一方、わずか約６％足らずにすぎなかった 65 歳以上の高齢者は大幅に増加し、

40％超に及ぶ超高齢化社会になると予想される。また、15～64歳の働く世代である生

産年齢人口も、大きく減少する見通しとなっている。（図表 10-1、10-2）。 

これら人口構造の変化を実数で見ると、令和２（2020）年から令和 32（2050）年に

かけて、０～14 歳人口は 24.2 万人から約 40％減の 13.5 万人に、15～64 歳の生産年

齢人口も 113.3 万人から約 40％減の 66.8 万人に減少すると見込まれる。一方、65 歳

以上の高齢者は 60.2 万人から 56.2 万人とやや減少するものの、高止まりの傾向が予

想されている。 

とりわけ生産年齢人口の本格的減少は、本県にとってはじめての経験であり、現役

世代層に支えられてきた経済・社会のシステムに大きな変革を迫るものになると考え

られる。 

【図表 10-1】岐阜県の人口の推移と将来の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：国勢調査、岐阜県政策研究会人口動向研究部会（2022 年 3 月） 
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【図表 10-2】年齢３区分別の人口の推移（1950 年～2050 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口減少は、公共施設等の利用需要に大きな影響を及ぼす要因となる。高度経済成

長や団塊ジュニア世代の誕生による人口の急増等を背景に利用需要が高まり、急速に

建設が進められたが、今後、総人口のさらなる減少や人口構造の変化に伴い利用需要

も変化していくことが予想される中、それらを踏まえて、時代に即した公共施設等の

規模や種類等を的確に把握・確保することが求められる。 

例えば、県内各地に多数設置されており、県民一人一人が利用するような種類の公

共施設等は、総人口の減少に伴い必要な数や規模も縮減する可能性が高い。一方、県

内あるいは圏域唯一の公共施設等については、人口減少には比較的左右されにくいと

考えられるものの、利用者数の減少により、延面積の削減等、再整備の際の規模縮小

が現実的な場合もあり、最も効率的・効果的に県民サービスを提供できるよう、長期

的・総合的な観点から公共施設等の適正配置に向けた取組みを実施する必要がある。 

 

出典：国勢調査、岐阜県政策研究会人口動向研究部会 (2022 年 3 月) 

注：2020 年(令和 2 年)の年齢３区分人口は、年齢不詳をあん分した不詳補完値による。 



第一章 公共施設等の現況及び将来の見通し                           
 

38 

 

（４）公共施設等の維持管理・維持保全・再整備等に係る中長期的な経費の見込み

やこれらの経費に充当可能な財源の見込み等 

① 中長期的な経費の見込み 

１．建物 

[1] 庁舎、学校、その他の建物 

建物に係る経費は、維持管理に要する経費、維持保全に要する経費、再整備に

要する経費の３つに分け、経費ごとに以下の条件を設定して推計する（図表 11-1）。

いずれも、延面積 500 ㎡以上の建物（再整備が進行中の建物、休廃止・解体を計

画している建物、倉庫、車庫及びこれに類する簡易な構造の建物は除く）を対象

とする（図表 11-2、11-3、11-4、11-5）。 

なお、都市公園（岐阜メモリアルセンター以外）、県営住宅及び職員宿舎は、会

計や財源等の特殊性に鑑み、別項にて推計する。 

 

【図表 11-1】建物に係る経費の分類 

 

(1)維持管理 

に要する 

経費 

○光熱水費（電気、ガス、上下水道等の料金） 

○委託料（庁舎管理、清掃、各種設備点検等の業務委託料及び指

定管理者制度導入施設における指定管理料） 

○維持補修費（日常的な修繕等） 等 

(2)維持保全 

   に要する 

   経費 

○安全性確保や機能維持のための工事（建物完成時の機能、性能

の維持をしようとするもの） 

◇事後保全 

建物や付随する設備に不具合・故障が生じた後に、修繕ある

いは交換し、機能、性能を維持するもの 

◇予防保全 

建物や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕あ

るいは交換し、機能、性能を維持するもの 

(3)再整備 

に要する 

  経費 

○機能向上を伴う大規模な改修工事（時代に応じて変化する建物

ニーズに対応するため、改修、模様替え等を行い、機能、性能

を向上させるもの） 

○建替え（改築） 

 ※都市公園（岐阜メモリアルセンター以外）、県営住宅、職員宿舎及びインフラ施設においても本分類に準
じているが、各公共施設等の性質や既存の計画等における積算方法の相違により、複数の分類をまとめて
いる場合、一部の分類に該当する経費がない場合等がある。 
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【図表 11-2】建物に係る経費 所管部別・施設の種類別対象建物数及び施設数 

施設の

種類

所管部

42棟 1棟 43棟

(12施設) (1施設) (13施設)

19棟 19棟

(8施設) (8施設)

8棟 1棟 9棟

(3施設) (1施設) (4施設)

22棟 22棟

(9施設) (9施設)

6棟 1棟 6棟 21棟 3棟 22棟 59棟

(6施設) (1施設) (3施設) (16施設) (3施設) (4施設) (33施設)

1棟 11棟 26棟 1棟 39棟

(1施設) (4施設) (13施設) (1施設) (19施設)

2棟 2棟

(1施設) (1施設)

3棟 17棟 22棟 6棟 48棟

(2施設) (7施設) (5施設) (2施設) (16施設)

1棟 8棟 9棟

(1施設) (2施設) (3施設)

1棟 1棟

(1施設) (1施設)

53棟 30棟 0棟 0棟 114棟 21棟 11棟 22棟 251棟

(22施設) (13施設) (0施設) (0施設) (45施設) (16施設) (7施設) (4施設) (107施設)

454棟 3棟 457棟

(84施設) (1施設) (85施設)

52棟 52棟

(35施設) (35施設)

53棟 30棟 52棟 454棟 117棟 21棟 11棟 22棟 760棟

(22施設) (13施設) (35施設) (84施設) (46施設) (16施設) (7施設) (4施設) (227施設)

清流の国

推進部

庁舎・

事務所

試験研究

機関
警察施設

高等学校・

特別支援

学校

その他の

県有施設

地方独立

行政法人

所有施設

合計

総務部

教育・

文化・

体育施設

福祉施設

合計

危　機

管理部

環　境

生活部

健　康

福祉部

商　工

労働部

観　光

国際部

農政部

林政部

県　土

整備部

知　事

部局計

教　育

委員会

警　察

本　部

 

 

(1) 維持管理に要する経費 

令和４（2022）・５（2023）年度の平均とする（図表 11-3）。 

【図表 11-3】維持管理に要する経費 推計額（令和 4（2022）・5（2023）年度の平均） 

 （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他に含まれるもの 

消耗品費（施設管理用品代等）、燃料費（施設管理用燃料代等）、印刷製本費（施設紹介パンフレッ 

トの作成費等）、役務費（施設の電話料金等）、負担金（施設管理に係る研修受講料や関連団体会費 

等）他 

※維持管理に要する人件費は含まない。 

※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 

施設の

種類

経費

の内容

光　熱
水　費

381 193 322 1,001 333 43 5 7 2,285

委託料 1,047 136 258 207 2,837 476 6 22 4,988

維　持
補修費

119 77 29 467 155 63 193 4 1,107

その他 131 31 39 204 179 5 3 0 593

合　計 1,676 437 648 1,879 3,504 587 207 34 8,974

その他の
県有施設

地方独立
行政法人
所有施設

合　計
庁舎・
事務所

試験研究
機関

警察施設

高等学校
・
特別

支援学校

教育・
文化・
体育施設

福祉施設
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区分 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19
庁舎 85 0 0 0 0 22 0 0 11 49 0 0 20
高等学校・特別支援学校 1,343 1,325 1,442 1,158 1,092 755 42 799 1,282 1,310 1,313 1,463 1,807
警察施設 208 182 40 0 180 0 0 0 0 265 186 1,543 50
その他 345 931 6,770 49 1,016 5,597 0 1,251 16,963 14,677 14,106 129 537
合計 1,981 2,438 8,252 1,207 2,288 6,374 42 2,050 18,256 16,301 15,605 3,135 2,414

区分 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
庁舎 0 323 0 18 0 36 556 0 0 0 0 0 18
高等学校・特別支援学校 3,701 1,270 2,584 3,973 5,550 2,798 2,407 2,058 2,457 2,214 2,651 7 1,693
警察施設 287 97 356 0 0 118 0 6,783 0 0 0 0 695
その他 6,193 3,882 10,656 4,492 5,678 729 1,029 2,107 2,331 0 0 0 0
合計 10,181 5,572 13,596 8,483 11,228 3,681 3,992 10,948 4,788 2,214 2,651 7 2,406

区分 R33 R34 R35 R36 合計 平均/年
庁舎 0 0 0 0 1,138 38
高等学校・特別支援学校 975 520 0 84 50,073 1,669
警察施設 0 0 0 0 10,990 366
その他 49 0 15 104 99,636 3,321
合計 1,024 520 15 188 161,837 5,395

区分 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19
庁舎 1,664 1,965 997 323 258 351 158 3,870 332 368 560 207 2,784
高等学校・特別支援学校 5,421 7,244 7,670 7,260 6,373 7,439 6,126 4,563 6,259 4,686 561 586 165
警察施設 742 1,216 1,123 739 880 549 271 162 248 174 316 1,042 334
その他 14,021 15,349 7,876 5,645 5,078 4,681 2,523 2,894 3,849 1,748 3,187 2,202 3,213
合計 21,848 25,774 17,666 13,967 12,589 13,020 9,078 11,489 10,688 6,976 4,624 4,037 6,496

区分 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
庁舎 1,803 7 685 331 7,977 223 24 105 567 1,145 1,217 46 36
高等学校・特別支援学校 208 2,036 734 1,430 2,880 1,685 885 828 1,040 1,997 1,615 1,129 2,519
警察施設 227 407 308 957 199 375 377 67 761 127 621 47 174
その他 3,445 2,404 4,431 3,008 4,512 1,832 2,339 2,125 2,410 2,164 1,976 821 3,004
合計 5,683 4,854 6,158 5,726 15,568 4,115 3,625 3,125 4,778 5,433 5,429 2,043 5,733

区分 R33 R34 R35 R36 合計 平均/年
庁舎 958 12,053 155 474 41,643 1,388
高等学校・特別支援学校 936 1,190 1,615 845 87,925 2,931
警察施設 109 164 163 182 13,061 435
その他 439 636 127 139 108,078 3,603
合計 2,442 14,043 2,060 1,640 250,707 8,357

(2) 維持保全に要する経費 

建物の使用年数を建築後 50 年間とし、維持保全を建築後 40 年目の年度に一

括実施した場合と、予防保全の考え方を取り入れ、部位ごとの改修サイクル（法

定耐用年数や過去の改修実績から、何年に一度改修予定とするかを設定したも

の）に基づき、新設や直近の改修からの経過年数及び部位の劣化状況に応じて

周期的に行うことにより、建物の使用年数を、建築後 65年間とした場合の比較

を行う（図表 11-4）。 

建物の使用年数を 65 年間に延長した場合、維持保全に要する経費は総額約

889億円増加、１年あたりの平均は約 30億円増加すると見込まれる。 

 

【図表 11-4】維持保全に要する経費 推計額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 再整備に要する経費 

上記（2）と同様に、建物の使用年数を建築後 50 年間とし、その後再整備を

実施した場合と、予防保全の考え方を取り入れ、建物の使用年数を建築後 65年

間に延長した後に再整備を実施した場合の比較を行う。 

※「庁舎」は図表 11-2 の庁舎・事務所及び試験研究機関であり、「その他」は図表 11-2の教育・文化・体育

施設、福祉施設、公園、その他の行政財産及び普通財産である。 

※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 

＜建物使用年数：50年＞ 

＜建物使用年数：65年＞ 

単位：百万円 

単位：百万円 
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再整備の時期については、建築後 50 年目若しくは 65 年目の年度から、３年

間（各年度 1/3 ずつ）にわたり、現在と同じ延面積で再整備を実施すると仮定

する。㎡当たりの単価は、既に経費の試算に取組んでいる地方公共団体の調査

実績、設定単価等を基に設定している（図表 11-5）。 

建物の使用年数を 65年間に延長した場合、再整備に要する経費は総額 1,228

億円減少、１年あたりの平均は 41億円減額すると見込まれる。 

 

【図表 11-5】建物の再整備に要する経費の推計 

 ＜建物使用年数：50年＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜建物使用年数：65年＞ 

 

単位：億円 

単位：億円 
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R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 計

養老公園 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 88

ぎふワールド・ローズガーデン 89 93 80 89 88 89 92 82 70 81 853

ぎふ清流里山公園 10 8 10 12 13 11 10 42 8 14 137

岐阜県百年公園 66 51 45 20 8 52 33 39 39 39 392

各務原公園 129 128 132 128 126 130 127 129 129 129 1,287

世界淡水魚園 111 81 101 101 59 58 61 62 62 63 756

計 414 369 375 358 303 349 332 362 316 335 3,514

[2] 都市公園（岐阜メモリアルセンターは「[1] 庁舎、学校、その他の建物」に含む。） 

(1) 維持管理に要する経費 

都市公園の維持管理費としては、指定管理者への指定管理料がある。今後と

も、令和６（2024）年度当初予算額と同程度の額（675百万円）が必要である。 

 

(2) 維持保全に要する経費 

令和３（2021）～５（2023）年度に策定した「公園施設長寿命化計画」にお

いて、令和 16（2034）年度までの経費の見込みを公園別に試算している（図表

12-1）。 

 

【図表 12-1】「公園施設長寿命化計画」の年次経費             （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

(3) 再整備に要する経費 

都市公園のすべての建物を対象に、前記の「[1] 庁舎、学校、その他の建物」

と同様の前提で再整備を実施すると仮定する（図表 12-2）。 

使用年数を 65 年間に延長した場合、再整備に要する経費は今後 30 年間で総

額約 146億円減少、１年あたりの平均は約５億円減額すると見込まれる。 

  【図表 12-2】都市公園の建物の再整備に要する経費の推計 

   ＜使用年数：50年＞ 
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＜使用年数：65年＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3] 県営住宅 

(1) 維持管理に要する経費 

委託料、維持修繕費等について、今後とも、令和４（2022）・５（2023）年度

の平均と同程度の額（237百万円）が必要である。 

 

(2) 維持保全に要する経費 

令和２（2020）年度に策定した「岐阜県公営住宅等長寿命化計画」に基づき、

令和 12（2030）年度までの経費の見込みを試算している（図表 13-1）。 

 

【図表 13-1】「岐阜県公営住宅等長寿命化計画」における維持保全に要する経費の推計（10 年間） 

（単位：百万円） 

 
前期５カ年計画 

合計 
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

事業費 431 476 465 679 440 2,491 

 
後期５カ年計画 

合計 
Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

事業費 520 449 453 489 557 2,468 
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(3) 再整備に要する経費 

他の施設との複合施設等の住宅を除き、建築後 70 年及び 85 年を経過した年

度に、現在の戸数を維持した上で再整備を実施すると仮定して比較する。更新

単価については、国の補助金額の算定の基準となる標準建設費をもとに、構造

及び地域を考慮して、尾崎住宅及び北方住宅を 28,224千円／戸、赤保木住宅を

27,756千円／戸、その他の住宅を 27,168千円／戸と設定する（図表 13-2）。 

建築後 85年を経過した年度に再整備を実施するとした場合、建替え期間延長

に伴い、毎年の整備費用は低下する。 

 

【図表 13-2】県営住宅の再整備に要する経費の推計 

  ＜使用年数：70年＞ 

 

   ＜使用年数：85年＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第一章 公共施設等の現況及び将来の見通し                           
 

45 

 

[4] 職員宿舎 

(1) 維持管理に要する経費 

職員宿舎の維持管理費には、通常の維持修繕費、委託料（建築基準法第 12条

の点検、消防設備点検等の各種設備点検）、土地借上料などが含まれる。いずれ

も入居者からの貸付料収入を財源としており、今後、宿舎の休廃止等により維

持管理費の縮減を図るが、ここでは、１年あたり令和６(2024)年度当初予算額

と同程度の額（114百万円）を想定する。  

 

(2) 維持保全に要する経費 

維持保全費には、必要な戸数を将来に渡り確保するための大規模改修（外壁

改修、屋上防水、給排水設備更新等）、下水道設備更新費、リフォーム費がある。

いずれも入居者からの貸付料収入を財源としており、今後、宿舎の休廃止等に

より維持保全費の縮減を図る。 

 

(3) 再整備に要する経費 

職員宿舎の建設費は長期間で平準化して償還することにより負担しているが、

再整備については、建設年度、職員の配置、庁舎・施設等の設置状況などを踏

まえて総合的に判断しなければならないため、建替の実施の有無、実施時期、

実施方法等を建物ごとに設定することは困難である。このため、現在の建設費

の償還を今後も継続的に必要な建替費（再整備費）として想定する。 

 

 

以上より、令和７（2025）～36（2054）年度までの、建物に係る経費の見込みの

総額は、以下のとおりとなる。 
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○ 建物に係る経費の見込み 合計 

＜建物使用年数：50 年＞ ※県営住宅は 70 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜建物使用年数：65 年＞ ※県営住宅は 85 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27（2015）年度～令和５（2023）年度の建物に要する経費は、使用年数 65

年を目標に長寿命化対策を行った場合の実績と、使用年数 50年で長寿命化対策を行

わない場合の見込みを比較し、約 28％の削減効果があった。 

一方、令和６（2024）年度～令和 20（2038）年度の建物に要する経費は、使用年

数 65 年を目標に長寿命化対策を行う場合と、使用年数 50 年で長寿命化対策を行わ

ない場合の見込みを比較すると、約 15％の削減効果しかみられず、このままでは経

費削減効果は大きく減少する見通しである（図表 14-1）。 

 

※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 

※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 

（単位：億円）
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

(2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032)
370 321 342 279 373 419 335 314
13 12 12 11 10 11 11 12
7 8 7 7 7 21 8 16
2 2 3 3 2 2 2 2

392 343 363 300 393 453 356 343

R15 R16 R17 R18 R19 R20
(2033) (2034) (2035) (2036) (2037) (2038)

465 397 343 190 244 312 4,703 336
11 10 10 10 10 14 158 11
20 24 19 7 6 8 164 12
2 1 2 1 1 1 28 2

498 433 374 208 261 335 5,053 361

職員宿舎

合　　計

区　　分

庁舎、学校、その他
都市公園
県営住宅
職員宿舎

合　　計

合計 平均/年区　　分

庁舎、学校、その他
都市公園
県営住宅

（単位：億円）
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

(2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032)
311 350 266 255 274 290 236 230
11 10 11 10 10 10 10 10
7 8 7 7 7 8 8 7
2 2 3 3 2 2 3 2

331 370 287 275 293 310 257 249

R15 R16 R17 R18 R19 R20
(2033) (2034) (2035) (2036) (2037) (2038)

260 296 353 344 344 336 4,145 296
10 10 10 10 10 11 143 10
7 7 6 7 6 8 100 7
2 2 2 1 2 1 29 2

279 315 371 362 362 356 4,417 316

区　　分

庁舎、学校、その他
都市公園
県営住宅
職員宿舎

合　　計

区　　分

庁舎、学校、その他
都市公園
県営住宅
職員宿舎

合　　計

合計 平均/年
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【図表 14-1】予防保全の考え方を取り入れた維持保全により見込まれる経費縮減効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．道路施設 

道路施設の機能を維持していくためには、パトロール費や道路照明灯光熱費、

道路施設の点検費、補修費、橋梁耐震対策費、除雪事業費や、落石や土砂崩れ対

策などの防災対策費、通学路の交通安全確保などの交通安全対策費等が必要であ

る。 

これらの道路施設の維持修繕に係る予算は、近年、280 億円程度で推移してき

た（図表 15-1）が、今後は、道路施設の老朽化や、新たな整備に伴う管理施設の

増加などにより、ますます増大することが見込まれる。さらに、道路法等の改正

に伴い、平成 26（2014）年度より道路施設の点検等が義務化され、必要な予算は

さらに増加すると見込まれる（図表 15-2）。 

【図表 15-1】道路施設の維持修繕に係る予算の推移 
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  【図表 15-2】道路施設の維持修繕に要する経費 推計額 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．河川（河川構造物） 

    (1)維持管理に要する経費 

河川構造物の維持管理費には、委託料（各施設の運転操作及び保守点検等）、水

門開閉のための電気料金、排水機場の燃料費、樋門・水門操作員の雇用費等が含

まれる。 

令和５（2023）年度の維持管理費に要する経費は、約 1.3 億円で将来も同程度

の経費が見込まれる。 

 

    (2)維持保全に要する経費 

河川構造物の機能を維持していくためには、維持管理費の他に、維持保全に要

する経費として、施設の補修・更新、耐震化、点検・診断費等が必要である。 

河川構造物の維持保全に要する経費について、「岐阜県河川インフラ長寿命化計

画」に基づき、本県が管理するすべての河川構造物 652施設を対象に、60年間の

経費を算出した。 

同計画に基づく予防保全の考え方を取り入れた維持保全を行うとともに、中長

期的な視野に立って、各施設に優先度を付して経費の平準化をすることにより、

総額で約 511億円と見込まれる（図表 16-1）。 

 

※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 

※過去の伸び率を勘案し、毎年 1％程度の増加を見込む。 

 

（単位：億円　/　上段：事業費ベース、下段：県費（一般財源に県債を加えたもの）ベース）

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
(2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034)

286 289 292 295 298 301 304 307 310 313

125 127 128 129 131 132 133 135 136 137

R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26
(2035) (2036) (2037) (2038) (2039) (2040) (2041) (2042) (2043) (2044)

316 319 322 325 329 332 335 339 342 345
139 140 141 143 144 146 147 149 150 152

R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36
(2045) (2046) (2047) (2048) (2049) (2050) (2051) (2052) (2053) (2054)

349 352 356 359 363 367 370 374 378 382 9,946 383
153 155 156 158 159 161 163 164 166 167 4,365 168

区分

道路施設

合計 平均/年
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  【図表 16-1】「岐阜県河川インフラ長寿命化計画」で見込まれる効果（60 年間） 

従来の対症療法型の維持管理を行う場合（水門・樋門・排水機場等） 

維持管理のコストの見通し ： 約 480億円／60年間 

 

施設毎の長寿命化計画による維持管理を行う場合（水門・樋門・排水機場等） 

維持管理のコストの見通し ： 約 360億円／60年間 

 

 

 

 

 

 

（対症療法型の維持管理） 

 維持保全費  

  約 8.0億円/年平均 

（長寿命化計画による維持管理） 
維持保全費 
約 6.0 億円/年平均 
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従来の対症療法型の維持管理を行う場合（ダム） 

維持管理のコストの見通し ： 約 174億円／60年間 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設毎の長寿命化計画による維持管理を行う場合（ダム） 

維持管理のコストの見通し ： 約 151億円／60年間 

 

 

 

 

 

○ 河川（河川構造物）に係る経費の見込み 合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

（対症療法型の維持管理） 

 維持保全費  

  約 2.9億円/年平均 

（長寿命化計画による維持管理） 

維持保全費 

約 2.5億円/年平均 

コスト縮減効果 
約 0.4億円 

（単位：億円　／　上段：事業費ベース、下段：県費ベース）
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

(2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034)
10 10 10 8 8 8 8 7 9 10
5 6 8 6 5 5 4 5 6 8

R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26

(2035) (2036) (2037) (2038) (2039) (2040) (2041) (2042) (2043) (2044)
7 10 12 11 9 8 9 10 10 8
5 4 8 5 4 6 7 9 9 7

R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36
(2045) (2046) (2047) (2048) (2049) (2050) (2051) (2052) (2053) (2054)

6 8 8 9 10 8 11 11 11 10 275 9
5 5 6 6 7 7 7 8 9 4 186 6

河川（河川構造物）

合計 平均/年

区　　分

※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 
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４．砂防施設 

   (1)維持管理に要する経費 

     砂防施設の維持管理費には、堆積土砂の除去費、除草費等が含まれる。 

令和５（2023）年度の維持管理費は約６億円で、将来も同程度の経費が見込ま

れる。 

 

(2)維持保全に要する経費 

砂防施設の機能を維持していくためには、維持管理費の他に、維持保全に要す

る経費として、施設の補修・改築費が必要である。 

砂防施設の維持保全に要する経費について、「岐阜県砂防関係施設長寿命化計

画」に基づき、砂防設備、急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設を対象に、

予防保全型維持管理により、今後 30年間の経費を算出した（図表 17-1）。 

総額約 150 億円、１年あたり約５億円と見込まれ、事後保全型と比較して、30

年間で、約 37.3億円のコスト縮減が見込まれる（図表 17-2）。 

 

【図表 17-1】岐阜県砂防関係施設長寿命化計画における中長期年次計画コスト 
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【図表 17-2】岐阜県砂防関係施設長寿命化計画で見込まれる効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 砂防施設に係る経費の見込み 合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．治山施設 

治山施設の機能を維持していくためには、堆積土砂や捕捉流木の除去費、施設

点検費、施設の補修または部材の取替等の修繕費等が必要である。 

これらの治山施設の維持修繕に要する経費について、想定される要対策施設 264

施設を対象に、令和 36（2054）年度までの今後 30 年間の経費を、過去の実績を

踏まえて算出した結果、総額約 60億円、１年あたり約２億円と見込まれる（図表

18-1）。 

   

 

（単位：億円／上段：事業費ベース、下段：県費（一般財源に県債を加えたもの）ベース）

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
(2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034)

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26
(2035) (2036) (2037) (2038) (2039) (2040) (2041) (2042) (2043) (2044)

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 合計 平均/年
(2045) (2046) (2047) (2048) (2049) (2050) (2051) (2052) (2053) (2054)

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 330 11
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 300 10

区分

砂防関係

施設

※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 
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【図表 18-1】治山施設の維持修繕に要する経費 推計額 

 

 

６．水道・工業用水道施設 

(1) 維持管理に要する経費 

水道施設の維持管理費には、委託料（各施設の運転操作及び保守点検等）、動

力費、薬品費などが含まれる。令和５（2023）年度の維持管理費は、水道 760

百万円、工業用水道２百万円で、将来も同程度の経費が見込まれる。 

また、水道施設の機能を維持していくため、定期的な点検や補修が必要であ

るほか、耐震工事や予防修繕を実施し、施設の長寿命化を図っており、これら

の経常的に要する修繕費及び、施設ごとの修繕計画を積み上げ、将来必要とな

る修繕費を推計した。今後 30年間の必要額は、水道で 261億円、工業用水道で

１億円、水道・工業用水道を合わせた年間平均は約９億円と見込まれる。 

 

   (2) 更新・建設改良に要する経費 

水道施設ごとの耐用年数を考慮した更新、大規模地震対策（水道管路の複線

化を図る大容量送水管整備事業等）など、施設の耐震性や機能を強化するため

の建設改良が必要であり、これらの更新・建設改良計画を積み上げ、必要とな

る経費を推計した。今後 30年間の更新・建設改良費は、水道で 946億円、工業

用水道で３億円、水道・工業用水道を合わせた年間平均は約 32億円と見込まれ

る（図表 19-1）。 

 

※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 
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【図表 19-1】水道・工業用水道施設の維持保全、再整備に要する経費見込み 

 

 ○ 水道・工業用水道施設に係る経費の見込み 合計 

 

 

 

 

 

７．下水道施設 

(1) 維持管理に要する経費 

施設全体の運転操作、保守点検、補修費などにかかる経費を算定した。（※算

定根拠は、「岐阜県流域下水道事業経営戦略」による。）これらは主に、関連す

る市町からの「維持管理費負担金」により運営されている。 

 

更新・建設改良費の試算 

約 32 億円／年・平均 

単位：億円

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22

維持管理・修繕費 11 11 11 12 10 10 11 7 8 10 10 9 10 10 10 9

更新・改良費 29 30 30 36 39 41 38 35 34 37 35 40 32 34 28 42

R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 合計 平均/年

維持管理・修繕費 10 10 8 7 8 7 6 6 7 7 6 7 6 6 262 9

更新・改良費 34 30 23 27 28 23 35 24 18 23 33 38 23 28 949 32

※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 
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(2) 再整備に要する経費 

下水道施設を目標耐用年数（管路・土木・建築施設：75年、機械・電気設備：

23年）で改築すると仮定し、改築に要する経費を算定した。（※算定根拠は、「岐

阜県木曽川右岸流域下水道ストックマネジメント計画」による。）ただし、管路

施設については、過去の点検実績等を勘案し一定の経費を別途計上している。

（図表 20-1）。 

 

 【図表 20-1】 下水道施設の再整備に要する経費の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 下水道施設に係る経費の見込み 合計 

（単位：億円 ／ 上段：事業費ベース、下段：県費［一般財源に県債を加えたもの］ベース）

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

（2025） （2026） （2027） （2028） （2029） （2030） （2031） （2032） （2033） （2034）

18.5 24.5 29.1 20.3 43.3 20.0 22.2 15.6 34.6 16.8

1.5 2.5 3.3 1.8 6.0 1.8 2.2 1.0 4.2 1.2

R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26

（2035） （2036） （2037） （2038） （2039） （2040） （2041） （2042） （2043） （2044）

37.5 17.7 19.2 25.9 14.9 16.2 22.7 22.0 36.6 33.5

4.6 1.3 1.7 2.8 0.9 1.1 2.3 2.1 4.8 4.0

R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36

（2045） （2046） （2047） （2048） （2049） （2050） （2051） （2052） （2053） （2054）

13.2 17.9 12.8 12.9 19.4 48.7 25.2 17.8 24.8 29.1

0.6 1.4 0.5 0.6 1.7 7.1 2.7 1.4 2.6 3.3

712.9 23.8

73.0 2.4

区分

合計 平均／年

下水道施設

 

 

８．交通安全施設 

    (1) 維持管理に要する経費 

交通安全施設の維持管理費については、電気、回線の料金、清掃及び点検等

の保守委託料、修繕料があり、令和５（2023）年度の維持管理費は、約 3.4 億

円であった。 
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※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 
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    (2) 更新等に要する経費 

信号制御機、LED 式信号灯器、信号柱及び大型道路標識柱（以下「信号制御

機等」という。）の更新等に要する経費は、更新基準を超過するものの再整備費

であり、財政負担について、経費の平準化前は最大約 32億円になるところ、平

準化した場合、約 12億円となる。（図表 21-1）。 

 

【図表 21-1】更新等に要する経費の将来予測 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 交通安全施設に係る経費の見込み 合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：億円　／ 　上段：事業費ベース、下段：県費ベース）

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

13 14 14 14 14 14 14 14 14 14

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 480 16

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 419 14

R34

(2052)

R35

(2053)

R36

(2054)
合計 平均/年

R24

(2042)

R25

(2043)

R26

(2044)

R27

(2045)

R28

(2046)

R29

(2047)

R30

(2048)

R31

(2049)

R32

(2050)

R33

(2051)

R15

(2033)

R16

(2034)

交通安全

施設

R17

(2035)

R18

(2036)

R19

(2037)

R20

(2038)

R21

(2039)

R22

(2040)

R23

(2041)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

R12

(2030)

R13

(2031)

R14

(2032)

R8

(2026)
区分

R7

(2025)

※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 

※令和６年度単価で算出 
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以上より、令和７（2025）～36（2054）年度までの、インフラ施設に係る経費の

見込みの総額は、以下のとおりとなる。 

 

 ○ インフラ施設に係る経費の見込み 合計 

 

 

 

 

 

 

インフラ施設に要する経費は、道路関係が多く全体として微増の傾向にある。 

施設の特性を踏まえ、施設ごとに財政負担の最小化・平準化等を検討していく必要

がある（図表 22-1）。 

 

  【図表 22-1】インフラ施設に要する経費の推計 

 

 

 

 

 

 

 

単位：億円 

（単位：億円）
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

(2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032)
382 393 401 401 428 409 412 401

R15 R16 R17 R18 R19 R20
(2033) (2034) (2035) (2036) (2037) (2038)

425 416 435 426 424 434 5,788 413

区　　分

インフラ施設 合計 平均/年

※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 
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９．公共施設等（総合） 

中長期的な経費の見込みについて、令和７（2025）年度を起点に、今後 14年間

と 30年間の期間に関し、普通会計と公営事業会計、建築物とインフラ施設を区分

し、維持管理・修繕、改修及び更新等の経費区分ごとに算出した。（図表 23-1、

図表 23-2）。 

 

【図表 23-1】今後１４年間の公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 23-2】今後３０年間の公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の見込み 

（億円）

維持管理
・修繕（①）

改修（②） 更新等（③）
合計（④）

（①＋②＋③）

耐用年数経過時に
単純更新した場合

（⑤）

長寿命化対策等の
効果額

（④－⑤）

長寿命化対策等
による経費削減率

（％）

現在要している
経費（R3～R5

の平均）

建築物（a） 2,997 2,727 4,237 9,961 11,013 ▲ 1,053 ▲ 9.6 377.0

インフラ施設（b） 460 10,264 369 11,092 11,204 ▲ 112 ▲ 1.0 329.3

計（a＋b） 3,457 12,990 4,606 21,053 22,217 ▲ 1,164 ▲ 5.2 706.3

インフラ施設（c） 587 948 388 1,923 2,416 ▲ 493 ▲ 20.4 66.5

計 587 948 388 1,923 2,416 ▲ 493 ▲ 20.4 66.5

2,997 2,727 4,237 9,961 11,013 ▲ 1,053 ▲ 9.6 377.0

1,047 11,212 757 13,015 13,620 ▲ 604 ▲ 4.4 395.7

4,044 13,938 4,994 22,976 24,633 ▲ 1,657 ▲ 6.7 772.7合計（a＋b＋c）

経　　費　　区　　分

普通会計

公営事業会計

建築物 計（a）

インフラ施設 計（b＋c）

 

 

  ①維持管理・修繕 

・施設、設備、構造物等の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修、修繕などをいう。 

なお、補修、修繕については、補修、修繕を行った後の効用が当初の効用を上回らないものをいう。 

  ②改修 

   ・公共施設等を直すこと。改修を行った後の効用が当初の効用を上回るものをいう。 

  ③更新等 

   ・老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備すること。除却も含む。 

 

② 充当可能な財源の見込み（令和 7（2025）～20（2038）年度） 

公債費は、令和６年度当初予算と同額の県債を発行し続けた場合、当面、毎年 20

億円程度増加する見込みである。また、金利が上昇傾向にある中で、仮に金利が１％

※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 

※端数処理の関係上、内訳の計と総計（合計）が一致しないことがある。 

（億円）

維持管理
・修繕（①）

改修（②） 更新等（③）
合計（④）

（①＋②＋③）
財源見込み

耐用年数経過時に
単純更新した場合

（⑤）

長寿命化対策等の
効果額

（④－⑤）

長寿命化対策等
による経費削減率

（％）

現在要している
経費（R3～R5

の平均）

建築物（a） 1,400 1,766 1,252 4,418 5,053 ▲ 636 ▲ 12.6 376.4

インフラ施設（b） 207 4,431 172 4,810 4,808 3 0.1 329.3

計（a+b） 1,607 6,197 1,424 9,228 9,861 ▲ 633 ▲ 6.4 705.7

インフラ施設（c） 294 492 193 978 1,175 ▲ 197 ▲ 16.7 66.5

計 294 492 193 978 1,175 ▲ 197 ▲ 16.7 66.5

1,400 1,766 1,252 4,417 5,053 ▲ 636 ▲ 12.6 376.4

501 4,923 365 5,788 5,982 ▲ 194 ▲ 3.2 395.7

1,901 6,688 1,617 10,205 11,036 ▲ 830 ▲ 7.5 772.2合計（a＋b＋c）

経　　費　　区　　分

普通会計

地方債
７５％充当

公営事業会計

建築物 計（a）

インフラ施設 計（b＋c）
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上昇した場合には、さらに毎年 20億円程度ずつ負担が増加するなど、一層の増加が

懸念される。 

社会保障関係経費は、団塊世代の高齢化の進行などにより、一人当たりの医療費

や介護費などが増加しており、今後も毎年 20億円程度増加する見込みである。 

以上のような構造的な歳出増に加え、県民の安全・安心確保や未来づくりに向け

た政策課題にも着実に対応していく必要がある。 

一方、こうした財政需要の増に対応するだけの県税収入や地方交付税などの一般

財源が十分に増加するか不透明な状況にあり、厳しい財政状況が続くことが見込ま

れる。 

従って、現状の公共施設等の総量を維持しながら、今後も増加が見込まれる公共

施設等の維持管理・維持保全・再整備等に係る財源を、将来にわたって確保してい

くことは容易ではない。 
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第二章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

 

 

 

 

（１）対象期間 

本方針の対象期間は、令和７（2025）～20（2038）年度までの 14年間とするが、取

組みの進捗状況や社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて適宜見直すものとする。 

 

（２）全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

本方針の改定にあたっては、平成 28（2016）年８月に立ち上げた「岐阜県公共施設

等総合管理推進本部」において、基本的な考え方や具体的な取組方針等について検討

を行ったところであるが、本基本方針に基づく取組みを効率的かつ効果的に推進して

いくため、これまで同様、同本部において各年度の進捗をフォローアップすることと

し、全庁体制の下、進捗に応じた必要な見直しを着実に行うとともに、継続して公共

施設の総合管理を推進することとする。 

また、地方公会計（固定資産台帳）の活用として、点検・診断結果や維持管理・更

新等の履歴など公共施設マネジメントに資する情報を固定資産台帳に追加するなど、

公共施設マネジメントに資する情報と固定資産台帳の情報を紐付けることにより、保

有する公共施設等の情報の管理を効率的に行うこととする。 

 

（３）現状や課題に関する基本認識 

建物及びインフラ施設のいずれにおいても、整備後の年数経過にしたがって、維持

管理、維持保全や再整備等に要する経費の増大が見込まれるとともに、人口減少や人

口構造の変化、価値観の多様化、ＤＸの進展など社会情勢が変化していく中で、県民

が求める行政サービスや公共施設等に対するニーズの変化も予想される。また、持続

可能な財政運営の確保に向け、歩みを進めてきたところではあるが、既存の公共施設

等の総量を維持しながら、新たな県民ニーズに見合った行政サービスや公共施設等を

提供するための財源を将来にわたって確保していくことは容易ではない。 

このため、財政状況、社会情勢の変化に的確に対応した公共施設等の最適な配置に

ついて、長期的・総合的な視点から検討を進め、必要な施設の適切な維持管理と維持

保全により安全・安心を確保しつつ、効率的・効果的に県民サービスを提供してくこ

とが重要な課題である。 

本章では、本県が所有するすべての公共施設等に概ね共通する、総合的かつ計画的な

管理に関する基本的な方針を定める。公共施設等の種類により、この方針と一部異なる

ものについては、第三章において、種類ごとに類型化した方針を定める。 
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（４）公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

人口減少や人口構造の変化を踏まえた施設に対する県民の利用需要の変化や厳しさ

を増す財政状況を踏まえ、県有施設において最も効率的・効果的に県民サービスを提

供していくことができるよう、不断に検討していく。とりわけ建物については、必要

性・有効性・効率性の観点から、縮小や転用、統合、廃止等を含む今後のあり方につ

いて検討を行う総点検を実施する。 

また、建物及びインフラ施設のいずれにおいても、予防保全の考え方を取り入れ、

優先順位を設定して計画的に維持保全等を実施するとともに、平均使用年数の延長や

効率的な維持管理によるライフサイクルコストの縮減、長寿命化や財政負担の最小

化・平準化を推進する。 

同時に、公共施設等は、常に安全かつ安心して利用できることが第一であり、突発

的な不具合による利用停止や事故等の防止に万全を期すため、適切な管理を徹底する

必要がある。 

 

① 点検・診断等の実施方針 

建物については、建築基準法第 12条に基づく定期点検の他、指定管理者・建物管

理委託業者等による各種設備の点検や職員による日常点検を実施し、建物の機能や

状態、異常や劣化、損傷の有無等について把握に努める。 

インフラ施設についても、職員や専門の委託業者により点検を実施し、施設の機

能や状態、異常や劣化、損傷の有無等について把握に努めるとともに、点検マニュ

アルの整備、劣化状況等のデータ整備、巡視・パトロールを実施する。 

 

② 維持管理・維持保全・再整備等の実施方針 

公共施設等や付随する設備に不具合・故障が生じる以前に、修繕又は交換し、機

能・性能を所定の状態に維持する予防保全の考え方を取り入れ、計画的で効率的な

維持保全や再整備等を実施するとともに、光熱水費や委託料等の維持管理費の見直

しに取り組むこととし、財政負担の最小化・平準化、公共施設等の長寿命化を推進

する。 

また、再整備等に際しては、民間の技術・ノウハウ、資金等を活用することが有

効な場合もあることから、ＰＦＩの活用など民間の力を活用することも検討してい

く。 
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③ 安全確保の実施方針 

点検・診断等により、施設等の状態を正確に把握し、必要な対策を適切な時期に、

効率的・効果的に実施していくことで公共施設等の安全確保を図る。 

なお、人的被害の可能性など特に危険性が高いと認められた場合は、応急的に適

切な修繕等を行うとともに、当該施設等の維持保全等の計画を前倒しての実施や、

危険性の程度及び利用状況等によっては、代替施設等への一時的な移転、用途廃止、

取壊しを検討する。 

 

④ 耐震化の実施方針 

昭和 56（1981）年５月 31 日以前に、旧耐震基準で建築された建物のうち、耐震

性が不十分な建物については、平成 29（2017）年度にて耐震補強工事が完了するな

ど必要な対応を終えている。 

インフラ施設の耐震化は、緊急輸送道路上の橋梁の耐震化など、各公共施設等の

優先順位に沿って実施し、耐震性を確保していく。 

 

⑤ 長寿命化の実施方針 

予防保全の考え方を取り入れ、計画的な維持保全等を行うとともに、耐震性・耐

久性が高い資機材を選定するなどの取組みにより、公共施設等の平均使用年数の延

長やライフサイクルコストの縮減に努める。 

 

⑥ 施設総量や配置の適正化の推進方針（統合や廃止の推進方針） 

人口減少や人口構造の変化、価値観の多様化、ＤＸの進展など社会情勢が変化し

ていく中で、県民が求める行政サービスや公共施設等に対するニーズの変化も予想

されることから、現在と同種・同規模の公共施設等を維持することは現実的ではな

い。利用状況やニーズ等、建物又はインフラ施設ごとに異なる状況をさまざまな観

点から検討し、県行政の遂行や県民の安全・安心、利便性に支障をきたすことのな

いよう配慮した上で、縮小、転用、統合、廃止等により公共施設等の最適化を図っ

ていく。 

 

⑦ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

公共施設等の管理には、各施設等の特性に応じた人材の確保が必要であり、技術

職員や専門家による研修会等により、高度な知識・技術を要する人材の養成を行う。 

また、管理・点検の委託業者や利用者（利用団体）との連絡を密にしたり、県民



第二章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針                           
 

63 

 

ボランティア等と連携したりすることで、公共施設等の状況を効率的に把握できる

体制の構築を進める。 

この他、施設等の点検・補修や長寿命化に有用な情報通信技術の導入を進め、効

果的・効率的な公共施設等の管理体制の構築を推進する。 

 

（５）ＰＤＣＡサイクルの推進方針 

本方針の進捗管理にあたっては、「岐阜県公共施設等総合管理推進本部」において、

各年度の予算措置状況や対策の進捗状況などを確認するとともに、設定した目標指標

に照らして毎年度評価を実施することとし、当該評価の結果に基づき、必要に応じて

適宜方針を見直すものとする。  

なお、評価結果等については、議会（委員会）への報告及び本県ホームページにお

ける公表などを行うこととする。 

 

（６）目標指標 

中期的な目標指標としては、予防保全の考え方を取り入れた維持保全の実施により

建物の使用年数を建築後 50 年間から 65 年間に延長することや、人口減少等を考慮し

た公共施設等の統合・廃止等により、本方針を初めて策定した平成 27（2015）年度か

ら令和 20（2038）年度（24年間）までに必要と考えられる建物に要する経費（維持管

理、維持保全及び再整備）の総額について、30％程度削減を行うこととする。 

 

（７）ユニバーサルデザイン化の推進方針 

   公共施設等の長寿命化に加え、障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多

様な人々が利用しやすい県有施設の実現を目指して、施設固有の状況や利用者の声な

どを踏まえ、ユニバーサルデザイン化に向けた改修事業を計画的に実施することとす

る。 

   なお、改修事業の実施に際しては、情報（視覚・音声・触知・ピクト等）、環境（光・

音・熱・空気質等）、安全（避難・防災・防犯等）といった視点にも留意する。 

 

（８）脱炭素化の推進方針 

   施設の更新・改修等にあたっては、「岐阜県温室効果ガス排出抑制率先実行計画（令

和３年５月策定）」を踏まえ、温室効果ガスの削減を図ることとする。 
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（９）木造化・木質化の推進方針 

   施設の更新・改修等にあたっては、「岐阜県木の国・山の国県産材利用推進計画（令

和５年４月策定）」を踏まえ、木造化又は内装の木質化を図ることとする。 

 

（10）持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の推進方針 

   本県では、「岐阜県第２期ＳＤＧｓ未来都市計画（2023～2025）」を策定し、岐阜県

全体でＳＤＧｓの推進を図ることとしている。 

本方針においても、ＳＤＧｓの理念や目標を踏まえ、施設の維持管理・改修・更新

等に取り組むこととする。 

 

本基本方針と関連するＳＤＧｓの主な目標 主な取組み 

目標７【エネルギー】 

 

・脱炭素化の推進 

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可

能な近代的エネルギーへのアクセスを確保

する 

目標９【インフラ、産業化、イノベーション】 

 

・脱炭素化の推進 

強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂

的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベ

ーションの推進を図る 

目標 11【持続可能な都市】 

 

・ユニバーサルデザイン

化の推進 

・木造化及び木質化の推

進 

・点検・診断等、安全確

保、耐震化、長寿命化

の実施 

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持

続可能な都市及び人間居住を実現する 

目標 12【持続可能な消費と生産】 

 

・木造化及び木質化の推

進 持続可能な消費生産形態を確保する 
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本基本方針と関連するＳＤＧｓの主な目標 主な取組み 

目標 13【気候変動】 

 

・脱炭素化の推進 

・木造化及び木質化の推

進 

気候変動及びその影響を軽減するための緊

急対策を講じる 

 （※）各目標の詳細は、外務省発行の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）と日本の取組」

から引用
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第三章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

 

 

 

 

 

 

 

（１）建物 

① 建物全般 

１．現状や課題に関する基本認識 

築年数の経過にともなう建物の老朽化により、維持管理、維持保全や再整備等

に要する経費の増大が懸念される中、既存の建物すべてを維持しながら、新たな

県民ニーズに見合った行政サービスや建物を提供、整備するための財源を将来に

わたって確保していくことは容易ではない。 

人口減少や人口構造の変化、価値観の多様化、ＤＸの進展など社会情勢が変化

していく中で、県民が求めるニーズを的確に把握し、県民生活を継続的に支えて

いくためには、厳しい財政状況にあっても、必要な施設を適切かつ効率的に維持・

運営していくことが一段と重要な課題になる。 

このため、最も効率的・効果的に県民サービスを提供していくことができるよ

う、将来的な施設のあり方について、長期的・総合的な観点から検討を進める必

要がある。 

 

２．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

(1) 総点検の実施 

人口減少や人口構造の変化を踏まえた施設に対する県民の利用需要の変化や厳

しさを増す財政状況を踏まえ、県有施設において最も効率的・効果的に県民サー

ビスを提供していくことができるよう総点検を実施し、今後の施設のあり方につ

いて継続的に検討を行う。 

 

 

 

 

本章では、第二章で述べたすべての公共施設等に概ね共通する方針に加えて、公共施

設等の種類ごとに必要な独自の方針を定める。 

したがって、本章に記載のある項目については、第二章の方針と本章の方針を合わせ

たものが当該公共施設等における方針であるが、本章の方針が第二章の方針に抵触する

場合は、本章の方針が優先する。本章に記載のない項目については、第二章の方針が当

該公共施設等における方針である。 
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(2) 施設総量や配置の適正化の推進 

総点検の結果により縮小・転用・統合・廃止等を計画的かつ確実に実施し、施設

総量と配置の適正化を図る。 

 

(3) 適切な維持管理・維持保全の推進 

総点検の結果により、運営の効率性に問題が認められる施設については、早急に

見直しや改善を行う。また、将来にわたって必要が認められる施設についても、使

用年数 65年を目標に、予防保全の考え方を取り入れた適切な維持保全と効率的な維

持管理の推進により建物性能・機能の保持・回復に努め、躯体の状態が良好な場合

等にはさらなる延長も検討するなど、長寿命化とライフサイクルコストの縮減を図る。 

 

１ 施設の総点検の視点 

①施設の必要性（ニーズ、県で所有する意義、県が設置する必要性、規模に関する視点） 

  ・施設の設置目的が時代、県民のニーズに適合しているか 

・設置目的や機能が他の県有施設のみならず、市町村、民間などの施設と競合していないか 

・県が管理、運営を行わなければならないだけの広域性があるか 

・人口減少を踏まえ、現状規模を維持する必要があるか 

 ②施設の有効性（利用の状況を踏まえた視点） 

  ・施設の設置目的に沿った利用がなされているか、十分に利用されているか、特定の団体等

に極端に偏った利用になっていないか 

 ③施設の効率性（利用の状況を踏まえた視点） 

  ・施設が効率的、経済的に利用されているか 

２ 上記視点を踏まえた今後の方向性 

 ・必要性が認められない施設については廃止する 

 ・必要性は認められるが有効性が認められない施設については、規模の縮小や他施設との統合、

転用等を検討する 

 ・必要性は認められるが効率性が認められない施設については、運営の見直し・改善等を検討

する 

 ・存続する施設について、県全体として最適な配置を検討する 



第三章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針                                   

68 

 

【参考】総点検の実施体制（イメージ）  
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② 庁舎・事務所及び試験研究機関 

１．現状や課題に関する基本認識 

庁舎・事務所及び試験研究機関は、本県の行政事務を執行するのに必要不可欠

な建物であり、県庁舎、総合庁舎、単独現地機関及び試験研究機関といった種類

がある。建物の規模や勤務職員数は大小さまざまであるが、建築後 30年以上経過

したものが約６割を占める。そのため、計画的な維持管理や維持保全はもとより、

今後の行政需要等を見据えた再整備を検討すべき時期を迎えている建物もある。 

 

２．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

本県の組織のあり方、圏域の地域割のあり方、各機関に求められる役割につい

て検討し、その結果を踏まえ、今後の行政需要を見据えた施設のあり方を検討し

ていく。 

 

(1) 維持管理・維持保全・再整備等の実施方針 

予防保全の考え方を取り入れるにあたっては、建物の部位ごとの改修サイク

ルに基づき、新設や直近の改修からの経過年数及び部位の劣化状況に応じて、

周期的に改修を行う。 

 

(2) 長寿命化の実施方針 

再整備の実施時期について、建物の状況が良好な場合等は、一般的な周期や

過去の実績にとらわれず、長期間の使用に努める。一方、当該施設等の行政需

要等によっては、比較的短い経過年月での再整備に着手することも想定される。 

 

(3) 統合や廃止の推進方針 

庁舎・事務所の統合や廃止に際しては、単に建物の劣化状況のみならず、総

点検の結果を踏まえ、本県の組織のあり方、将来人口減少に伴う圏域の地域割

のあり方、各機関に求められる役割など、さまざまな観点から検討の上、行政

機関としての機能や県民の利便性を損なうことのないよう配慮する。 

試験研究機関については、産業界や地元自治体などの意見も踏まえながら適

正な配置等を検討する。 
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③ 都市公園（岐阜メモリアルセンターは「⑧ その他の建物」に含む。） 

１．現状や課題に関する基本認識 

都市公園は、安全で快適な緑豊かな都市環境の形成を通じて、豊かな生活の実

現に資することを目的としており、自然環境の保全、美しい景観の形成、災害時

の避難場所等の防災機能、多様な余暇活動や健康増進活動の場、観光拠点として

の役割など、幅広い機能を有している。 

これまで順次整備が進められてきたため、公園内の建物や遊具等の各種施設の

老朽化の状況は様々であるが、古いものも多くなっている。 

 

２．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

公園利用者が安全に、安心して利用できる公園として、多くの方に利用しても

らえるよう管理運営を行う。 

また、計画的な維持管理を行うとともに、老朽化した施設については、公園利

用者のニーズや利用状況を勘案しながら検討を行っていく。 

 

(1) 統合や廃止の推進方針 

都市公園法第 16条（都市公園の保存）の規定により、都市計画事業などの一

定の場合を除き、みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を

廃止することができない。ただし、過去に地元の市町村へ管理を移譲した事例

もあり、公園の規模や利用状況に応じて検討する必要がある。 
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④ 県営住宅 

１．現状や課題に関する基本認識 

新規の住宅需要は、人口及び世帯数が減少局面に転じるとともに、持家を含む

住宅ストックや空き家数が増加することなどにより、減少傾向にある。また、民

間賃貸住宅における最低居住面積水準未満世帯率も徐々に減少していることから、

潜在的な公営住宅需要世帯数は減少の方向にあると考えられる。そのため、近年

の県営住宅の入居率は減少傾向にあり、応募倍率も、利便性が高い市街地にある

県営住宅は高いが、郊外にある県営住宅では低くなっている。 

このような状況を踏まえ、「岐阜県住生活基本計画」において、計画期間（令和

３（2021）年度～12（2030）年度）における県営住宅の新規供給は控えながら、

既存ストックの長寿命化などにより有効活用を図ることとしている。 

 

２．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

県営住宅は、昭和の年代に建設した住棟が耐用年限の半分以上の年数を経過し

ており、予防保全の観点から、計画的な修繕・改善により長寿命化を図る住棟の

判別など、ストックマネジメントを行うこととする。 

 

(1) 点検・診断等の実施方針 

管理代行機関の職員及び県職員による、年２回の定期点検（建築基準法第 12

条に基づく定期点検を兼ねる。）を実施する他、業者委託による各種設備の点検

を実施し、建築物の機能や状態、異常や劣化の有無等の把握に努める。 

 

(2) 維持管理・維持保全・再整備等の実施方針 

安全で快適な住まいを長きにわたって確保するため、県営住宅の整備手法を

定め、長期的な維持管理を実現する。なお、整備手法は、国が示している「公

営住宅等長寿命化計画策定指針」に基づき、本県の状況に合わせて選択する。 

公営住宅法施行令第 13 条では「耐火構造の住宅の耐用年限は 70 年」と規定

されていることから、これを目安とし、施設の老朽化や住生活の変化を踏まえ

つつ、予防保全的な改善を行い可能な限り長寿命化とライフサイクルコストの

縮減に取り組んでいく。 
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(3) 耐震化の実施方針 

平成 23（2011）年度までに、すべての県営住宅について耐震化を完了してい

る。 

 

(4) 長寿命化の実施方針 

現状の仕様のアップグレード等による耐久性の向上、予防保全の考え方を取

り入れた維持管理及び維持保全の実践による維持保全周期の延長などによって

ライフサイクルコストの縮減を図る。 

 

(5) 統合や廃止の推進方針 

県営住宅の経過年数、需要及び改善履歴による評価を行い、建替え、用途廃

止の対象とする住棟を検討する。 

 

(6) 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

公営住宅法第 47条の規定により、住宅管理に関し高度な専門知識と実績を有

する岐阜県住宅供給公社に、管理の代行を委託するとともに、県においても、

建築技術職員を含む職員配置とし、密接な連携のもと管理を行う。 

なお、県営住宅のうち中堅所得者向けのソピア・フラッツについては、同一

棟の複合施設ソフトピアジャパン（ワークショップ 24）と一体で指定管理者制

度を導入し、管理している。 
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⑤ 高等学校・特別支援学校 

１．現状や課題に関する基本認識 

県立学校（高等学校及び特別支援学校）の校舎・体育館等、児童・生徒が継続

的に使用する学校施設については、築 50年以上となる古い建物が約 20％を占め、

老朽化が進んでいる状況である。 

 

２．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

数多くの学校施設の中で、老朽化による人的被害のおそれがあるもの、事故の

発生のおそれがあるもの、災害時の対応に支障をきたすものについては優先的に

維持保全等について対応し、生徒の安全・安心の確保に努める。 

 

(1) 維持管理・維持保全・再整備等の実施方針 

学校施設の再整備は、平成 15（2003）年度策定の「県立学校施設耐震化整備

方針」における再整備予定校舎を含め、「第４次岐阜県教育振興基本計画」に基

づき、今後の県立高等学校のあり方を検討する中で、それぞれの学校施設の方

向性を検討したうえで、計画的な整備を実施する。 

また、施設の維持保全については、使用年数 65年を目標に予防保全の考え方

に基づく大規模修繕を一定の周期（サイクル）で実施する方針とし、建物劣化

状況を勘案して計画的に実施する。 

 

(2) 安全確保の実施方針 

建築基準法第 12条に基づく定期点検など学校施設の安全点検を行い、損傷を

発見した場合には、児童生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を整備する

ため、損傷の度合いや施設の安全性などに応じて所要の修繕を実施する。 

また、今後発生が危惧される南海トラフ巨大地震等の災害に備え、非構造部

材の定期点検と対応を実施すると共に、非常災害時の避難施設に指定されてい

る県立学校に対し、体育館内トイレ及び屋外トイレの洋式化、バリアフリート

イレの整備を順次実施する。 

 

(3) 統合や廃止の推進方針 

「第４次岐阜県教育振興基本計画」に基づき、生徒減少を踏まえた今後の県

立高等学校のあり方については、各地域の意見なども踏まえながら、学びの機

会の保障、多様な学習ニーズへの対応、教育環境の整備などの視点から、その
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方向性の検討に着手する。 

 

(4) 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

学校施設に生じている不具合を現場から情報収集するとともに、現地確認を

随時実施し、過去の改修履歴等を勘案しながら施設管理者として適正な維持管

理体制を確保する。 
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⑥ 警察施設 

１．現状や課題に関する基本認識 

警察庁舎は、警察活動を行うための重要な活動拠点であり、岐阜県強靱化計画

においても基幹防災拠点と位置づけられていることから、本県の財政状況を考慮

しながら、県民の安全安心の確保及び県民に寄り添う強い警察を支えるための施

設整備が重要である。 

 

２．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

今後、高度経済成長期に建設された多くの警察施設が再整備の時期を迎える中

において、警察施設は、県民の生命・財産を守る警察活動の根幹をなすもので、

その機能維持が必要であり、ライフサイクルコストの縮減、予算の平準化を考慮

しつつ適正な維持管理を行うとともに、計画的に維持保全及び再整備を図る必要

がある。 

また、管内情勢や警察機能のあり方の変化を踏まえて、施設の集約化・効率化

を検討する必要がある。 

 

(1) 維持管理・維持保全・再整備等の実施方針 

警察施設の維持保全については、点検による経年劣化や設備の機能低下等の

状態の正確な把握や、部位ごとの改修サイクルを基本として周期的な改修を計

画的に行い、施設の長寿命化を図る必要がある。 

また、再整備が必要不可欠な大規模警察署を除き、施設の老朽化等による再

整備については、管内情勢や警察機能のあり方の変化に対応するとともに、災

害発生時の活動拠点として防災機能を強化した施設として計画的な整備を実施

する。 

 

(2) 長寿命化の実施方針 

予防保全の考えを取り入れ、計画的で効率的な維持保全を実施することによ

り、施設の安全性確保や機能維持に努め、建物の長寿命化を図る。 

 

(3) 統合や廃止の推進方針 

治安の維持・向上、県民への行政サービスの維持・向上等の観点から、警察

署に求められる機能の見直し等を進め、拡大、縮小、転用、統合等により、施

設の最適化を図っていく。 
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⑦ 職員宿舎 

１．現状や課題に関する基本認識 

職員宿舎は、築30年を超えるものが約75％を占めるなど老朽化が進んでいる。

道路網の整備が進んだことや、民間賃貸住宅の供給が増えていることなどから入

居率は低下している。 

今後も必要な戸数は確保される見込みであるが、入居者の減少に伴って維持管

理及び維持保全に要する経費の財源となる貸付料収入は減少傾向にある。 

 

２．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

県・教職員宿舎にあっては、原則として建替えは行わず、通常の維持管理及び

維持保全（外壁改修、屋上防水、給排水設備更新等）に加え、リフォームにより

室内を良好な状態に維持していくことで利用可能な戸数を確保し、長寿命化を図

っていく。また、入居率が低く、かつ民間賃貸住宅の供給が十分な圏域において

は、維持管理費を縮減するため、集約化を検討するとともに、順次、老朽化した

職員宿舎の休廃止を行う。 

警察職員宿舎にあっては、有事即応体制を維持するための重要な施設であるこ

とから、各警察署の体制を踏まえたうえで、ライフサイクルコストの縮減や予算

の平準化を図りながら、計画的な再整備や集約化を検討し、必要戸数を確保する。 

 

(1) 維持管理・維持保全・再整備等の実施方針 

県・教職員宿舎にあっては、宿舎の必要性が高い地区（郡上、恵那、飛騨、

下呂地区）にある宿舎に限定して維持保全（外壁改修、屋上防水、給排水設備

更新等）を実施する。 

警察職員宿舎にあっては、基幹となる宿舎に対し、維持保全（外壁改修、屋

上防水等）を計画的に実施し、必要戸数が不足する場合は、再整備等を検討す

る。 

 

(2) 耐震化の実施方針 

耐震性能が十分でない職員宿舎については廃止し、解体を進めている。 

 

(3) 長寿命化の実施方針 

県・教職員宿舎にあっては、宿舎の必要性が高い地区（郡上、恵那、飛騨、

下呂地区）にある宿舎を優先して、計画的な維持保全やリフォームを実施する
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ことにより、必要な戸数を良好な状態で、長期的に確保する。 

警察職員宿舎にあっては、基幹となる宿舎に対し、維持保全及び住環境改修

を計画的に行い、施設の長寿命化を図る。 

 

(4) 統合や廃止の推進方針 

県・教職員宿舎のうち入居者が減少しているものについては、各圏域におい

て基幹となるような職員宿舎への集約化を進める。また、老朽化等により状態

が悪くなった職員宿舎は順次廃止を行う。 

警察職員宿舎にあっては、老朽化した宿舎の廃止を進めるとともに、職員の

配置状況や求められる有事即応体制に応じた再整備等を検討しながら、必要な

戸数を維持する。 

また、県職員宿舎、教職員宿舎、警察職員宿舎間で区分を超えた入居を認め

るなど、効果的、効率的な運用も進めて行く。 

 

(5) 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

県内全域において、維持管理の一括委託を行い、効率的な管理体制を確保し

ている。 
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⑧ その他の建物 

１．現状や課題に関する基本認識 

その他の建物は、教育・文化・体育施設、福祉施設等、県民が共同で利用する

建物が主である。そのため、建築年度が比較的新しいものが多いが、昭和末期か

ら平成初期に建設された大規模な施設が多数あり、第二期基本方針の対象期間で

ある令和７（2025）年度～令和 20（2038）年度に維持保全に要する経費が多額に

のぼると見込まれる施設も多く、財政負担の最小化・平準化が必要である。 

 

２．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

再整備を実施する場合は、県民の利用状況、将来の人口減少や人口構造の変化

に伴うニーズの変化等を踏まえ、建物の転用や複数の機能を併せ持つ複合施設と

することも検討する。 

 

(1) 維持管理・維持保全・再整備等の実施方針 

予防保全の考え方を取り入れるにあたっては、建物の部位ごとの改修サイク

ルに基づき、新設や直近の改修からの経過年数及び部位の劣化状況に応じて、

周期的に改修を行う。 

 

(2) 長寿命化の実施方針 

再整備の実施時期について、建物の状況が良好な場合等は、一般的な周期や

過去の実績にとらわれず、長期間の使用に努める。一方、当該施設等の県民の

利用状況等によっては、比較的短い経過年月での再整備に着手することも想定

される。 

 

(3) 統合や廃止の推進方針 

県民が直接利用する施設であることから、統合や廃止に際しては、県民の利

用状況、将来人口減少に伴う利用需要の変化の見込みなど、さまざまな観点か

ら検討の上、県民の利便性を損なうことのないよう配慮する。その際、複数の

機能を併せ持つ複合的な施設とすることにより、県民の利便性を向上させるこ

とも検討する。 
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（２）インフラ施設 

① 道路施設 

１．現状や課題に関する基本認識 

本県が管理する道路施設は、高度経済成長期以降に整備されたものが多く、今

後、施設の老朽化が急速に進行することから、従来の対症療法的な維持修繕では、

通行に支障をきたすだけでなく第三者被害の発生も懸念される。 

 

２．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

道路施設全体の修繕計画を体系化し、点検・補修等の水準を定め、予防保全の

考え方を取り入れた計画的な維持修繕を行うことにより、施設の長寿命化を図る

とともに、経費の平準化を図る。 

 

(1) 点検・診断等の実施方針 

道路施設全体の点検及び診断を計画的に実施する。 

具体的な実施にあたっては、道路施設毎に策定する点検マニュアルに従い、

適正に点検及び診断を実施するとともに、施設の劣化や損傷状況等の早期把握

やデータ整備を行う。 

また、施設の変状を把握するために日常的な巡視・パトロールや、災害発生

後等の緊急時には、変状を把握するための緊急点検を随時実施する。 

なお、平成 31（2019）年２月に改定された国の定期点検要領を踏まえ、コス

ト縮減効果や作業の効率化が期待できる場合は小型無人航空機（UAV）等の新技

術を活用していく。 

 

(2) 維持管理・維持保全・再整備等の実施方針 

施設の適正な維持修繕を行うための具体的な修繕計画を定め、計画的に補修

を実施する。 

 

(3) 安全確保の実施方針 

個別施設毎の点検マニュアルに基づき、計画的に点検・診断を実施し、施設

が危険な状態であると判断される場合や、施設の劣化が進行すると危険な状態

になると判断される場合には、早期に修繕を行い、施設の安全確保を図る。 
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(4) 耐震化の実施方針 

緊急輸送道路上の橋りょうについて、速やかな機能回復が可能な性能を目指

す耐震対策を推進する。 

その他、交通量が多いなど社会的影響が大きい道路上の橋りょうについても、

速やかな機能回復が可能な性能を目指す耐震対策を推進する。 

 

(5) 長寿命化の実施方針 

道路施設を適正に維持修繕していくため、橋りょう、舗装等の各種施設毎に

修繕計画を策定し、計画的に実施する。 

 

(6) 統合や廃止の推進方針 

道路施設については、災害に強い県土づくりなど「安全・安心」な県民生活

を支える基盤、産業振興や観光交流など「活力」を支える基盤として、多面的

に県民の生活を守り支えているものであることから、統合・廃止の判断は、県

民の安全・安心な日常生活に支障を与えることのないよう慎重に判断すること

とする。 

なお、県道としての要件を満たさなくなった場合は、市町村道としての移管

等を検討する。 

 

(7) 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

施設を適切に管理していくためには、点検や補修に関する高度な技術を有す

る人材を養成する必要があることから、平成 20（2008）年度から岐阜大学、産

業界と連携し、「社会基盤メンテナンスエキスパート（ＭＥ）」の養成を行って

おり、ＭＥを活用した道路施設の適切な点検補修の実施や、災害時等の初期点

検、道路施設の緊急点検等を実施している。 

ＭＥには 640 名（令和６（2024）年３月末現在）が認定されており（このう

ち、本県職員は 90名）、令和 11（2029）年度までに 800人のＭＥを養成するこ

とを目標に進める。 

さらに、普段利用している道路施設の異状個所（落石、穴ぼこ等）の通報等

を行ってもらう県民ボランティアを、「社会基盤メンテナンスサポーター（Ｍ

Ｓ）」として委嘱（令和６（2024）年３月末現在 1,581名）し、地域の道路は地

域で見守る効率的な維持管理対策の構築を進める。 



第三章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針                                   

81 

 

② 河川（河川構造物） 

１．現状や課題に関する基本認識 

県管理河川には、水門や樋門
ひ も ん

、堰
せき

、排水機場などの県民の生命、財産、生活を

守る河川構造物が多数存在し、高度経済成長期以降、大量に建設されてきた。こ

れらの施設の老朽化は着実に進行しており、今後、機能不全や構造物を構成する

機器・装置の故障といった問題の発生が懸念されるため、今後は多くの施設の適

切な維持保全が必要になる。 

 

２．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

施設を点検して状態を把握するとともに、予防保全の考え方を取り入れた施設

の維持保全を行うことにより、施設の長寿命化を図るとともに、施設の信頼性の

確保と経費の縮減・平準化を図る。 

 

(1) 点検・診断等の実施方針 

年１回の頻度で定期点検を実施し、各部材の劣化や損傷状況等の早期把握や

データ整備を行う。 

また、施設の変状を把握するために日常的な巡視・パトロールや、災害発生

後等の緊急時には、変状を把握するための緊急点検を随時実施する。 

また、維持保全に係る経費の縮減を図りつつ、目視等のこれまでの手法では

確認困難であった損傷箇所等も的確に点検・診断することが重要であることか

ら、補修工法や点検・診断に関する技術開発などを積極的に取り入れる。 

 

(2) 維持管理・維持保全・再整備等の実施方針 

計画的な維持保全を行うこととし、毎年の定期点検の結果を踏まえた状態監

視保全を行う。 

 

(3) 安全確保の実施方針 

河川巡視や堤防点検、構造物の定期点検などにおいて、損傷等を発見した場

合、損傷の度合いや構造物の安全性などを評価したうえで補修を行う。簡易な

補修により対応可能な場合は直ちに補修を実施する。 

 

(4) 耐震化の実施方針 

河川構造物の耐震性能照査の結果、耐震補強が必要と判定された施設につい
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て耐震対策を実施する。 

 

(5) 長寿命化の実施方針 

予防保全の考え方を取り入れた部品等の整備、取り換え等を行い、施設の信

頼性を確保し、施設を延命化することでライフサイクルコストの縮減を図ると

ともに、維持保全に要する経費を平準化する。 

 

(6) 統合や廃止の推進方針 

河川構造物については、地形的特性や過去の災害状況等を踏まえて適切な場

所に設置されており、既存施設がそれぞれに必要な機能を有しているため、統

合・廃止の判断は、県民の安全・安心な日常生活に支障を与えることのないよ

う慎重に判断することとする。 

 

(7) 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

河川構造物の長寿命化や耐震化にあたっては、今後、施設の長寿命化に有用

な情報通信技術（ＩＣＴ）を導入する等、情報の高度化、作業の省力化を行い、

ＰＤＣＡサイクルを繰り返しながら、計画の見直しを行っていく。 
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③ 砂防施設 

１．現状や課題に関する基本認識 

本県の砂防事業の歴史は古く、今後老朽化が進み、劣化損傷する砂防施設がさ

らに増加する。施設の定期点検及び健全度評価を行い、劣化損傷が少ない段階で

適切な対応を行うライフサイクルコストを考慮した予防保全の考え方を取り入れ

た維持保全を推進し、施設の長寿命化、経費の平準化等を進めていく必要がある。 

 

２．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

ライフサイクルコストを考慮し、定期点検を行い、予防保全の考え方を取り入

れた計画的な維持保全を行うことにより、施設の長寿命化を図るとともに、経費

の平準化を図る。 

 

(1) 点検・診断等の実施方針 

砂防施設の保全対象への影響や施設の健全度評価により、点検サイクルを設

定し定期点検を実施するとともに、施設の劣化や損傷状況等の早期把握やデー

タの蓄積を行う。 

また、施設の変状を把握するための日常的な巡視点検や、災害発生後等の緊

急時には、変状を把握するための緊急点検を随時実施する。総点検箇所の１割

を小型無人航空機（UAV）で点検することを目標とし、コスト縮減を図る。 

 

(2) 維持管理・維持保全・再整備等の実施方針 

健全度評価により選定された要対策箇所について、保全対象への影響度、構

造物の安全性、保全対象の重要度を数値的に評価し、補修・改築箇所の優先順

位を設定した上で、経費を平準化し計画的な維持保全を行う。 

 

(3) 安全確保の実施方針 

定期点検を行うとともに、日常的に職員による巡視点検を行い（出水後など

は随時実施）、新たな損傷等を発見した場合、保全対象への影響や構造物の安全

性などによる優先順位を踏まえ、補修を進める。 

 

(4) 耐震化の実施方針 

砂防施設は、過去に発生した大きな地震において重大な被害は生じていない。

このため、耐震化は一般的に必要がないものであるが、一定規模（えん堤高さ
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15ｍ以上や擁壁高さ８ｍ以上）の施設については、地震時の外力を考慮した安

定計算を行う。 

 

(5) 長寿命化の実施方針 

健全度評価により選定された要対策箇所について、保全対象への影響、構造

物の安全性、保全対象の重要度を数値的に評価し、優先順位を設定して維持保

全を行うことにより、長寿命化を実施する。 

 

(6) 統合や廃止の推進方針 

砂防施設については、地形的特性や過去の災害状況等を踏まえて最も効果的

な場所に設置されており、既存施設がそれぞれに必要な機能を有しているため、

統合・廃止は積極的には行わないが、災害発生などにより地形に変化が生じ、

既存施設の対策等が必要になった際は施設の統合も視野に検討する。 

 

(7) 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

点検、評価、修繕等を実施していくとともに、これらによって得られたデー

タの集計・分析を行う。今後、施設の長寿命化にＩＣＴの導入等を行い、ＰＤ

ＣＡサイクルを繰り返しながら計画の見直しを実施し、より効率性を高めてい

く。 

また、県砂防ボランティア協会等と連携し、技術的支援、人的支援による点

検体制の強化を図る。 
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④ 治山施設 

１．現状や課題に関する基本認識 

治山施設は、単純な構造のものが多く、ある程度の損傷が発生しても、ただち

に構造の安全性を失うことは少なく、これまでは事後保全型の維持管理であって

も大きな問題は生じていなかった。しかし、高度経済成長期以降に整備した多く

の施設や、複雑なもの、柔構造なものが多く導入され、今後一斉に高齢化を迎え、

損傷が急激に進行するなど老朽化が進んできた場合には、従来の事後保全的な管

理では施設の健全性を保持することが困難となる可能性がある。よって、計画的

な定期点検により施設の劣化損傷を初期の段階で正確に把握し、必要最小限の補

修を適切に実施する予防保全的な管理を推進し、施設の長寿命化対策、経費の平

準化等を進めていく必要がある。 

 

２．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

定期点検を実施し、予防保全の考え方を取り入れた計画的な維持修繕を行うこ

とにより、施設の長寿命化を図るとともに、経費の平準化を図る。 

 

(1) 維持管理・維持保全・再整備等の実施方針 

「適切な点検」、「的確な健全度評価」により、施設の劣化損傷を初期の段階

で正確に把握し、必要最小限の「補修・改築」を適切に実施する予防保全的な

維持管理を行う。 

 

(2) 安全確保の実施方針 

定期点検を行うとともに、人家近傍の施設を中心に日常点検を実施し、初期

の変状把握に努める。また異常降雨、大規模地震後には臨時点検を実施し、異

常が認められた場合には、構造物の安全性などを評価したうえで補修を行う。 

 

(3) 耐震化の実施方針 

治山施設は過去の震災により重大な被害は生じていないが、国の治山技術基

準により、一定規模（堤高 15ｍ以上の重力式治山ダム）を超える施設や保全対

象に甚大な影響を及ぼす恐れがある場合については耐震化対策を実施する。 
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(4) 統合や廃止の推進方針 

各治山施設はその場所で複数の目的を持った防災施設として設置されている

ため、統合はできない。ただし、治山施設の設置目的である保全対象が消滅し

た場合や、災害による致命的な損害を受け機能を滅失した場合には廃止を検討

する。 

 

(5) 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

点検、評価、補修等を実施していくとともに、森林クラウドを軸としたシス

テム管理体制の構築を進め、データの集計や分析、ＰＤＣＡサイクルの確立を

図る。 

また、広大な山地と広範囲に点在する治山施設をカバーするため、航空レー

ザ測量及び解析データ、小型無人航空機（UAV）を活用し、より効率的に山地災

害や治山施設に関する情報収集に努める。 
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⑤ 水道・工業用水道施設 

１．現状や課題に関する基本認識 

＜水道事業＞ 

県営水道は、昭和 51（1976）年度の事業創設から 40 年以上が経過し、建設投

資の内容が新設・拡張事業から維持保全及び再整備事業に移行しつつあり、特に

送水管の老朽化に対する抜本的な対策を講じることが必要な時期を迎えている。 

水道施設の維持保全及び再整備にあたっては長期的視点から計画的・効率的に

実施し、後年度負担となる企業債には頼らない事業経営により、支払利息負担を

軽減し、長期にわたり持続可能な水道事業の実現を目指す。 

 

＜工業用水道事業＞ 

供用開始が平成 10（1998）年度と比較的新しい施設であるため、引き続き定期

的な点検を実施しつつ、劣化状況を勘案した施設整備及び更新を行う。 

 

２．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

＜水道事業＞ 

予防保全の考え方を取り入れ、維持管理、維持保全及び再整備を計画的に行う。 

計画期間は 10年間とし、長期収支計画において、財源の裏付けとあわせて５年

毎に見直すこととする。 

県営水道の管路施設の多くは、布設してから 40年以上が経過し（法定耐用年数

40 年）、今後、更に老朽化が進むことで漏水・断水の危険性はますます高まると

考えられることから、点検調査を行い、予防保全の考え方を取り入れた計画的な

維持保全及び再整備を行うとともに、経費の平準化を図る。 

 

(1) 維持管理・維持保全・再整備等の実施方針 

計画は５年毎に見直すこととし、５年以内に必要となる維持管理、維持保全

及び再整備は、点検調査や診断結果に基づいて個別に実施時期を設定する（状

態監視保全）。 

また、中長期的な維持保全及び再整備は、法定耐用年数や供用年数を基にし

て、長寿命化の観点から実施時期を設定する（時間計画保全）。 

 

(2) 安全確保の実施方針 

      効率的な維持管理、維持保全及び再整備の実施により、導水、浄水、送水施
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設の水道用水供給機能維持に努めるとともに漏水・断水リスクを低減し、安全

を確保できるよう努める。 

 

(3) 耐震化の実施方針 

水道管路を除く浄水場等の土木構造物については、平成 18（2006）年度まで

に耐震化を完了している。 

管路については、大容量送水管整備事業等により耐震化や老朽化対策を進め、

将来的には耐震適合率 100％を目指す。 

 

(4) 長寿命化の実施方針 

予防保全の考え方を取り入れた維持保全を適切に実施し、法定耐用年数の 1.5

～２倍に延長した年数にわたり使用することにより、ライフサイクルコストの

縮減を図る。 

 

＜工業用水道事業＞ 

予防保全の考え方を取り入れ、維持管理、保全を行っていく。 

管路は供用開始から 26 年目であり、法定耐用年数（40 年）を超過していない

ことから、計画期間における更新予定はないが、管路以外の施設については、点

検調査を行い、予防保全の考え方を取り入れ劣化状況も勘案しながら、計画的に

施設整備及び更新を行うとともに経費の平準化を図る。 

 

(1) 維持管理・維持保全・再整備等の実施方針 

計画は５年毎に見直すこととし、５年以内に必要となる維持管理、維持保全

及び再整備は、点検調査や診断結果に基づいて個別に実施時期を設定する（状

態監視保全）。 

また、中長期的な維持保全及び再整備は、法定耐用年数や供用年数を基にし

て、長寿命化の観点から実施時期を設定する（時間計画保全）。 

 

(2) 安全確保の実施方針 

      効率的な維持管理、維持保全及び再整備の実施により、漏水・断水リスクを

低減し、安全を確保できるよう努める。 
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(3) 耐震化の実施方針 

      令和２（2020）～３（2021）年度に導水管及び配水管の耐震化工事を実施し、

耐震対策を完了したことから、計画期間における耐震対策の予定はない。 

 

(4) 長寿命化の実施方針 

予防保全の考え方を取り入れた維持保全を適切に実施し、法定耐用年数の 1.5

～２倍に延長した年数にわたり使用することにより、ライフサイクルコストの

縮減を図る。 
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⑥ 下水道施設 

１．現状や課題に関する基本認識 

処理場施設、管路施設について、供用後 33 年を経過し、処理施設の機械・電気

設備等の老朽化、管路施設の腐食等による再整備が必要となってきている。 

 

２．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

定期点検を行い、予防保全の考え方を取り入れた計画的な維持保全を行うこと

により、施設の長寿命化を図るとともに、経費の平準化を図る。 

 

(1) 点検・診断等の実施方針 

下水道施設に予防保全の考え方を取り入れた維持管理を導入するため、定期

点検・定期診断等に基づき、下水道維持管理の計画を策定し、下水道施設の詳

細点検を計画的に実施する。 

 

(2) 安全確保の実施方針 

効率的な点検、診断等による予防保全の考え方を取り入れた維持管理及び維

持保全の導入により、施設本来の「下水を流す機能」の管路施設、ポンプ施設

や「下水を処理する機能」の処理場施設の機能が確保できるよう努める。 

 

(3) 長寿命化の実施方針 

維持管理、維持保全及び再整備を計画的に実施する。 

 

(4) 統合や廃止の推進方針 

人口減少等による下水道計画の汚水処理量の変化を検証し、流域下水道の基

本となる計画の見直しを定期的に実施して、処理場施設の整備並びに施設の維

持保全及び再整備を継続的に実施する。 

 

(5) 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

長期的な視点に立って下水道施設を効果的、計画的に管理するため、必要な

財源と組織や人材を適切に確保するように努める。 
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⑦ 交通安全施設 

１．現状や課題に関する基本認識 

信号制御機等は、道路の延伸や交通量の増加に応じて整備を進めてきたが、こ

れらの交通安全施設は老朽化が進んでおり、他県では信号制御機の故障による滅

灯、信号柱、大型道路標識柱の倒壊等の事案も発生している。本県でも今後、大

量に更新の時期を迎えるため、老朽化対策や財政負担の最小化・平準化が重要課

題となる。 

 

２．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

信号制御機等の老朽化による故障、倒壊等の抜本的対策として、計画的に再整

備を進めていく必要がある。 

そのため、更新基準を迎えた、又は点検等で不良と判定された交通安全施設の

現状を把握・分析し、優先順位の高いものから計画的に更新等を実施する。 

また、交通安全施設の維持管理費の見直しや交通安全施設の更新をできる限り

同一時期の施工とすることで工事価格を節減する。 

さらに、信号制御機及び LED式信号灯器については、工事と機器を別に発注し、

年間使用分を一括で契約することによるスケールメリットを活かして１基あたり

の単価を抑える。 

そのほか、道路交通環境の変化や交通規制の見直し等により必要性の低下した

信号機を廃止し、また、信号柱及び大型道路標識柱については、計画的に鋼管柱

への建替を実施するほか、同一交差点での信号柱の統合、大型道路標識から路側

標識への変更等によりストック数（現在数）を削減し管理していく。 

 

(1) 点検・診断等の実施方針 

信号制御機等や信号柱の点検・診断は、業者と保守契約を締結し、年間を通

じて実施する。 

 

(2) 維持管理・更新等の実施方針 

以下の更新基準を目途に更新を計画する。 

・信号制御機 19年 

・LED式信号灯器 19年 

・コンクリート柱 42年 

・鋼管柱 50年 
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また、整備が集中している年度の鋼管柱について、点検結果が不良なものは

更新時期を前倒しし、点検結果が良好なものは長寿命化の改良を施し、更新時

期を後年にすることで平準化を図る。 

なお、長寿命化の改良前後の柱更新に係るコストは同程度である。 

 

(3) 安全確保の実施方針 

信号制御機等の安全確保は、専門知識を有する委託業者による保守点検によ

り実施し、故障や破損などの不良が認められた危険な施設については、優先的

に修繕、再整備を行っていく。 

 

(4) 耐震化の実施方針 

信号柱については、新設及び更新時にコンクリート柱より耐震性が優れてい

る鋼管柱とする。 

 

(5) 廃止や統合の推進方針 

交通量、交通事故発生状況などから交通規制の適宜見直しを行い、信号機を

新設する際は、隣接する信号機の廃止を検討するなど、信号制御機等の統合を

推進していく。 
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⑧ その他のインフラ施設 

本県以外の者が管理しているが、本県が当該管理者に対して指導・助言等を行う

インフラ施設について、基本的な方針を整理する。 

 

１．土地改良施設 

(1) 現状や課題に関する基本認識 

土地改良施設については、ほとんどが市町村や土地改良区等が管理・運営し

ているが、基幹的農業用水利施設等についてはその多くが県営事業にて造成し

たものであるため、地元の要望に応じ本県にて維持修繕を行っている。 

県内には約 650km の基幹的農業用水路、約 1,300 箇所の防災重点農業用ため

池、60箇所の農道橋があるが、基幹的農業用水路の約４割が耐用年数を大幅に

経過し、ため池の約 250 箇所が地震又は豪雨対策が必要である。また、農道橋

の約７割が現在の耐震基準を満足しておらず、今後も維持修繕が必要な土地改

良施設が増加していく状況となっている。 

 

(2) 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

農業水利施設等の戦略的な保全・管理に向けて、点検、診断結果等のデータ

の蓄積・可視化・共有を進めつつ、個別施設計画等に基づき、基幹施設から末

端施設に至る施設の所有者、管理者等と一体となって長寿命化に取り組む。 

 

２．林道施設 

(1) 現状や課題に関する基本認識 

林道施設については、本県が直接管理をしているものはないものの、県内で

約 1,700基の橋梁と 14本のトンネルがあり、橋梁で５割、トンネルでは４割が

すでに完成後 50年以上経過している。今後も老朽化した橋梁等が増加していく

こととなる。 

 

(2) 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

林野庁の行動計画などをもとに、管理者である市町村等において、適切な維

持修繕が実施されるよう、メンテナンスサイクルの実施に係る基準やマニュア

ルの整備、技術的指導等を行う。また、維持修繕の計画的な実施や、ライフサ

イクルコストの縮減、予算の平準化に努めることとする。 
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用語集 

本文中に使用されている用語の意味について、５０音順に説明する。 

河川構造物（の種類） 本県が管理する河川構造物を代表するものとしては、水

門、堰
せき

、樋門
ひ も ん

・樋管、排水機場、ダム、陸閘
りっこう

がある。 

堤防を分断することにより河川又は水路を横断して設け

られる制水施設であって、堤防の機能を有するものを水門と

いう。農業・工業・水道用水などの水を川から取るなどのた

めに、河川を横断して水位を制御する施設を堰という。堰を

水門と混同される場合があるが、門扉（ゲート）を閉めたと

きに堰は堤防の役割を果たさない。 

樋門・樋管は、堤防の居住側の雨水や水田の水などが川や

水路を流れ、より大きな川と合流する場合、合流する川の水

位が洪水などで高くなったときに、その水が堤内地側に逆流

しないように設ける施設である。このような施設の中で、堤

防の中にトンネルのようにコンクリートの水路を通し、そこ

にゲートを設置する場合、樋管・樋門という。堤防を分断し

完全な開水路で通り抜ける場合の構造を水門という。樋門と

樋管には明確な定義はなく、一般的に、断面が比較的小さい

ものを樋管、大きなものを樋門と呼ぶ。 

洪水時に排水門などを閉じてしまうと堤防の居住側に降

った雨水が川へ出ていかないので、この水を川へくみ出す施

設が必要となる。これが排水機場であり、ポンプが稼働して

堤防の居住側の水を川へ排出する。 

ダムは、河川の水を貯めたり、取水するために、河道を横

断して設けられる流れをせき止める施設で、15ｍ以上の高さ

を持つものをダムと呼んでいる。主な用途としては以下の２

つがあり、この２つの目的を備えたものを多目的ダムとい

う。 

利水：川の流量が多いときに水を貯めておいて、少しずつ 

生活や農業用水、発電用水等として利用する。 

治水：洪水の一部を溜め込み、洪水が終わってから少しず 

つ放流し洪水調節をする。 

堤防と交差する道路や線路の路面が堤防の高さよりも少

し低いときに、道路幅、線路幅だけ堤防を切り下げ、出水に

応じて開閉できる門扉を設置する。これが陸閘であり、洪水

時にはそこから水が流れ込まないように陸閘を速やかに閉

塞する必要がある。 

岐阜県河川インフラ長寿

命化計画 

県管理河川には、多くの河川構造物が多数存在し、その多

くが設置から 30年～40年を経過すること等から、これまで

の対症療法的な対応から予防保全の考え方を取り入れ、計画

的・効率的な維持修繕を推進する計画である。平成 26（2014）

年３月に策定した。 

岐阜県木曽川右岸流域下

水道ストックマネジメン

ト計画 

下水道施設全体の点検・調査の方針及び点検・調査結果に

基づく施設の改築等に関する対策内容や対策時期等を定め

た計画。 

岐阜県橋梁長寿命化修繕

計画 

通行の安全性を確保し事故や災害のリスクを減少させ、あ

わせて中長期的な維持管理費を縮減するため、計画的かつ予
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防保全の考え方を取り入れ、橋梁の長寿命化に係る修繕計画

を平成 21（2009）年５月に策定、令和６（2024）年５月に

改訂した。 

岐阜県公営住宅等長寿命

化計画 

県営住宅（公営住宅、特定公共賃貸住宅及び特別賃貸住宅）

に関する個別施設計画。本県においては、予防保全の考え方

を取り入れた維持管理、耐久性の向上に資する改善等の計画

的な実施により公営住宅等ストックの長寿命化を図るため、

平成 22（2010）年３月に策定し、令和 3（2021）年３月に改

訂を行った。 

岐阜県砂防関係施設長寿

命化計画 

砂防施設の老朽化が進み、劣化損傷する施設の増加が想定

されることから、劣化損傷が進行した段階で巡視点検や通報

により確認し、補修をしてきた従来の事後保全的な対応か

ら、計画的な定期点検、劣化損傷が軽微な段階での補修を実

施する予防保全の考え方を取り入れ、補修・改築費の平準化

を図り、計画的・効率的な維持修繕を推進する計画である。

平成 26（2014）年３月に策定し、令和６（2024）年３月に

改訂を行った。 

岐阜県住生活基本計画 住生活基本法（平成 18年法律第 61 号）第 17 条第１項の

規定に基づく、県民の住生活の安定の確保及び向上の促進に

関する基本的な計画。本県においては、平成 19（2007）年

３月に策定し、令和４（2022）年３月に改訂を行った。 

岐阜県耐震改修促進計画 本県において、旧耐震基準により建設された建築物の耐震

化を促進するため、建築物の耐震化の促進に関する法律に基

づき、平成 19（2007）年３月に策定した計画。その後、東

日本大震災により明らかになった諸課題を洗い出し、防災関

連計画が適切であるかの総点検を目的とした「岐阜県震災対

策検証委員会報告書」において、建築物の耐震化に関連し７

項目の提言がなされたことから、これらの提言を踏まえ、平

成 23（2011）年 10月に計画の改訂を行った。 

岐阜県道路施設維持管理

指針 

道路施設の長寿命化や効率的かつ計画的な維持管理の実

現を目的として平成 19（2007）年度に策定。平成 26（2014）

年度に道路管理者が実施すべき維持管理の水準と目指すべ

き姿を示したところであるが、その後、道路施設を取り巻く

環境の変化などを踏まえ、令和５（2023）年７月に指針の見

直しを行った。 

岐阜県舗装修繕最適化計

画 

膨大な量の舗装ストックの老朽化への対応として、平成

16（2004）年度に路面性状調査を実施し、従来の対症療法か

ら損傷が軽微なうちに対策を実施する予防保全の考え方を

取り入れた修繕へ転換するため平成 17（2005）年度に最適

化計画を策定、平成 28（2016）年３月に見直しを行った。 

旧耐震基準岐阜県舗装修

繕最適化計画 

昭和 56（1981）年５月 31日までの建築確認について適用

されていた耐震基準で、震度５強程度の地震でほとんど損傷

しない建物であることとして設定されていた。しかしなが

ら、旧耐震基準で建築された建物は、平成７（1995）年の阪

神・淡路大震災で大きな被害が発生し、多くの建物が倒壊・
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崩壊したことなどから、その耐震性は不十分であるとされて

いる。 

行財政改革アクションプ

ラン 

本県において、平成 22（2010）年度から平成 24（2012）

年度までの３年間における構造的な財源不足を解消するた

めの具体的な取組みを定めた行動計画。３年間で総額にして

920 億円と見込まれる巨額の財源不足の解消に向けた対策

を検討し、県内各界各層の皆様と意見交換を重ねて策定し

た。 

行政財産 本県において公用又は公共用に供し、または供することを

決定した財産。公用財産（本県が直接使用する財産）と公共

用財産（県民が共同利用する財産）とに分けられ、具体例と

しては、前者は県庁舎、総合庁舎、警察署など、後者は県立

学校、福祉施設、図書館、県営住宅などがある。 

県営水道長寿命化計画 厚生労働省が策定した「水道事業におけるアセットマネジ

メント（資産管理）に関する手引き」に基づき、平成 25 年

（2013）度に策定した県営水道施設の長寿命化計画。中長期

的な視点に立ち、ライフサイクルコストを最小化する修繕や

更新の実施により、水道施設を健全な状態で次世代に引き継

ぐことを目的とする。 

公園施設長寿命化計画 公園施設の計画的な維持管理の方針や長寿命化対策を定

め、公園施設の安全性確保と機能保全を図りつつ、維持管理

予算の縮減や平準化を図ることを目的とする。 

公共施設等 本基本方針においては、本県が所有する建築物その他の工

作物をいい、具体的には、いわゆるハコモノの他、道路・橋

りょう等の土木構造物、公営企業の施設（上水道、下水道等）

等も含む包括的な概念である。なお、地方独立行政法人が所

有する施設など、本県が所有していないが、維持管理・更新

費等の財政負担を負うことが見込まれる施設を含む。 

固定資産台帳 新地方公会計の取組みの一つとして、整備が求められてい

る台帳。財務書類の作成に必要な台帳となるため、本県が保

有するすべての資産を対象に、資産価値に係る情報を含んで

いることが必須となる。 

財産台帳 本県が所有する土地・建物等の財産について、名称、所在

地、構造、延面積、取得年月日、建築年月日、取得価格、評

価額等を記載した台帳。 

砂防施設（の種類） 本県が管理する砂防施設を代表するものとしては、砂防設

備（えん堤、床固工）、急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防

止施設がある。 

砂防えん堤は、水と一緒に流れてくる土砂を貯めることな

どにより、土砂が一気に下流に流れ出さないようにするため

の砂防施設である。床固工群は、川が蛇行して流れ、洪水や

土砂が氾濫する危険のあるところなどに作られる、背の低い

（一般に５ｍより低い）一連の砂防えん堤のような形の施設

である。 

急傾斜地崩壊防止施設は、急傾斜地崩壊危険区域に設置さ

れた擁壁工、アンカー工などの施設である。主な急傾斜地崩
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壊防止施設には、がけ崩れの発生、被害を防止する施設とし

て、擁壁工、法面工、落石防止柵工などがあり、現地の状況

に適した施設の整備を行う。 

地すべり防止施設は、地すべり防止区域内にある排水施

設、擁壁、その他の地すべりを防止するための施設である。

地すべり対策事業では、同区域において、排水施設、擁壁そ

の他の地すべり防止施設を新設・改良し、その他地すべりを

防止するための工事を実施する。 

指定管理者制度 平成 15（2003）年の地方自治法の一部改正によって導入

された制度。公の施設（地方公共団体が住民の福祉を増進す

るために設置し、住民が利用する施設）について、より効果

的・効率的な管理を行うため、その管理に民間の能力を活用

するとともに、その適正な管理を確保する仕組みを整備し、

住民サービスの向上や経費の縮減等を図ることを目的とす

る。 

新地方公会計 発生主義によりストック情報やフロー情報を総体的・一覧

的に把握し、現金主義会計による地方公共団体の予算・決算

制度を補完しようとする取組みのことで、総務省が、公共施

設等総合管理計画の策定と並んで、各地方公共団体における

整備を促進している。その意義としては、住民や議会等に対

する説明責任の履行、資産・債務管理や予算編成等に活用す

ることによるマネジメントの強化等が挙げられる。全国統一

的な作成基準に基づく財務書類を作成することにより、他の

地方公共団体との比較や地方公共団体全体としての財務情

報の開示も可能になる。 

耐震基準 建物が地震の震動に耐え得る能力を定めるもの。現在の基

準は昭和 56（1981）年６月１日以降の建築確認において適

用されており、新耐震基準と呼ばれている。新耐震基準は、

震度５強程度の地震ではほとんど損傷しない建物であるこ

と、震度６強から７に達する程度の地震で倒壊・崩壊しない

建物であることとして設定されている。 

治山施設（の種類） 森林法に基づく保安林の指定目的を達成するために、森林

の維持・造成に必要な保安施設と、地すべり等防止法に基づ

き、同法による地すべり防止区域内で、斜面の移動を抑制ま

たは抑止する地すべり防止施設を合わせて治山施設と言う。

治山施設には、治山ダム工、山腹工、落石防止工、なだれ防

止工、地すべり防止工のほか、保安林内での植栽や本数調整

伐等の森林整備箇所や、治山施設の設置や管理を目的に開設

した保安林管理道、治山作業道も含まれる。 

土地改良施設（の種類） 農業の生産性向上や農業構造の改善を目的として造られ

た施設のことで、代表的なものとして、農業用用排水路、農

業用ため池、農業用排水機場、農道などがある。 

ネーミングライツ 施設等の名称に、民間企業や各種団体等の名称や商品ブラ

ンド名を付与する権利で、「命名権」や「施設命名権」とも

呼ばれる。本県と民間企業や各種団体等との契約によるもの

で、本県の施設などに愛称等を付与させる代わりに、当該団

体からその対価等を得て、施設の持続可能な運営・管理に役
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立てている。 

普通財産 本県が所有する財産のうち、行政財産以外の財産。貸し付

け、交換、売り払い、譲与、出資の目的とすること、私権を

設定すること、信託することができる。行政執行上の手段と

して直接的に使用されるものではなく、主にその経済的価値

を保全発揮することを目的としている。具体例としては、職

員宿舎、アクティブＧなどがある。 

 

 

 



 

 

＜改訂履歴＞ 

 

平成 27年８月 「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」（平成 27年度～令和６年度）

を策定 

  平成 31年３月 一部改訂 

  令和 ４年３月 一部改訂 

  令和 ５年３月 一部改訂 

  令和 ６年３月 一部改訂 

 令和 ７年●月 「第二期岐阜県公共施設等総合管理基本方針」（令和７年度～令和 20

年度）を策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第二期岐阜県公共施設等総合管理基本方針 

（令和７年度～令和２０年度） 
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